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1.
障
害
者
権
利
条
約
の
批
准
の
歩
み

　

は
じ
め
に
、
障
害
者
の
権
利
に
関
す
る
条
約

（
以
下
、
障
害
者
権
利
条
約
）
の
批
准
と
、
障
害

者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援

す
る
た
め
の
法
律
（
以
下
、
障
害
者
総
合
支
援

法
）
の
改
正
に
至
る
歩
み
を
お
話
し
し
ま
す
。

　

障
害
者
権
利
条
約
は
、
国
連
で
は
平
成
18
（
２

０
０
６
）
年
に
総
会
で
承
認
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

日
本
政
府
が
批
准
（
＝
条
約
締
結
）
し
た
の
は
平

成
26
（
２
０
１
４
）
年
１
月
で
し
た
。

　

障
害
者
権
利
条
約
の
批
准
に
向
け
て
は
国
内
の

法
律
や
制
度
を
整
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
平
成
22

（
２
０
１
０
）
年
に
内
閣
府
に
障
が
い
者
制
度
改

革
推
進
会
議
が
設
置
さ
れ
、
検
討
が
始
ま
り
ま
し

た
。
そ
こ
で
国
内
の
法
律
と
の
整
合
性
の
点
検
作

業
が
行
わ
れ
、
最
初
に
検
討
さ
れ
、
提
案
、
提
言

が
行
わ
れ
た
の
が
、
障
害
者
基
本
法
の
改
正
で
す
。

平
成
23
（
２
０
１
１
）
年
８
月
に
、
現
行
の
障
害

者
基
本
法
に
改
正
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
が
こ
の
流

れ
の
中
の
大
き
な
柱
の
ひ
と
つ
で
す
。
詳
細
は
後

段
で
説
明
し
ま
す
。

　

も
う
ひ
と
つ
の
柱
は
障
害
者
総
合
支
援
法
で
す
。

こ
れ
は
、
障
が
い
者
福
祉
に
関
し
て
一
番
重
要
な

法
律
で
す
。
以
前
は
障
害
者
自
立
支
援
法
と
い
う

法
律
が
あ
り
ま
し
た
が
、
検
討
す
べ
き
事
項
が
大

変
多
か
っ
た
の
で
、
障
が
い
者
制
度
改
革
推
進
会

議
の
総
合
福
祉
部
会
と
い
う
作
業
部
会
で
『
障
害

者
総
合
福
祉
法
の
骨
格
に
関
す
る
総
合
福
祉
部
会

の
提
言
』（
骨
格
提
言
）
が
平
成
23
年
８
月
に
ま

と
め
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
法
改
正
さ
れ
、

障
害
者
総
合
支
援
法
と
し
て
成
立
。
さ
ら
に
改
正

を
経
て
平
成
25
（
２
０
１
３
）
年
度
か
ら
施
行
さ

れ
て
い
る
現
行
の
障
害
者
総
合
支
援
法
に
な
り
ま

し
た
。

　

同
じ
く
平
成
25
年
に
は
障
害
を
理
由
と
す
る
差

別
の
解
消
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
、
障
害

者
差
別
解
消
法
）
の
制
定
、
精
神
保
健
及
び
精
神

障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
精
神
保
健
福
祉

法
）
や
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律

（
障
害
者
雇
用
促
進
法
）
の
改
正
が
行
わ
れ
、
国

内
の
法
律
の
整
合
性
が
大
体
取
れ
た
と
判
断
し
、

平
成
26
年
１
月
に
日
本
政
府
は
障
害
者
権
利
条
約

に
批
准
し
た
と
い
う
経
緯
で
す
。

　

批
准
の
１
か
月
後
、
平
成
26
年
２
月
に
発
効
と

な
り
、
国
内
で
も
障
害
者
権
利
条
約
の
条
文
や
考

え
方
を
根
拠
と
し
て
使
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

2.
障
害
者
権
利
条
約
の
特
徴

　

そ
れ
だ
け
批
准
に
時
間
が
か
か
っ
た
障
害
者
権

利
条
約
の
特
徴
を
説
明
し
ま
す
。
条
文
を
表
１
に

示
し
ま
し
た
。
日
本
政
府
が
訳
し
た
公
定
訳
の
条

文
を
使
っ
て
い
ま
す
の
で
、
わ
か
り
に
く
い
表
現

で
す
が
、
一
般
に
引
用
さ
れ
る
も
の
で
す
の
で
そ

れ
を
用
い
て
い
ま
す
。
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障
が
い
の
あ
る
方
た
ち
を
地
域
で
支
え
る

　
平
成
25
（
２
０
１
３
）
年
の
障
害
者
総
合
支
援
法
の
成
立
以
降
、
障
が
い
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、

す
べ
て
の
人
び
と
が
互
い
を
尊
重
し
、
支
え
合
っ
て
生
活
す
る
「
共
生
社
会
」
づ
く
り
が
す
す
め
ら
れ

て
い
ま
す
。

　
障
が
い
児
・
者
の
権
利
擁
護
に
関
す
る
法
・
制
度
を
中
心
に
障
が
い
児
・
者
を
と
り
ま
く
制
度
動
向

に
つ
い
て
解
説
す
る
と
と
も
に
、
民
児
協
と
障
が
い
の
あ
る
方
と
の
交
流
事
例
を
紹
介
し
、
障
が
い
の

あ
る
方
た
ち
を
地
域
で
支
え
る
取
り
組
み
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。
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第
1
条
に
、
障
害
者
権
利
条
約
の
特
徴
の
ひ
と
つ
、

「
障
が
い
の
社
会
モ
デ
ル
」
と
呼
ば
れ
る
内
容
が

書
か
れ
て
い
ま
す
。
第
１
条
の
前
半
は
従
来
か
ら

の
障
が
い
の
規
定
と
大
き
く
変
わ
る
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
後
半
に
「
様
々
な
障
壁
と
の
相
互
作

用
に
よ
り
他
の
者
と
の
平
等
を
基
盤
と
し
て
社
会

に
完
全
か
つ
効
果
的
に
参
加
す
る
こ
と
を
妨
げ
得

る
も
の
を
有
す
る
者
」
と
あ
り
ま
す
。
回
り
く
ど

い
表
現
で
す
が
、
こ
れ
は
社
会
的
な
環
境
、
あ
る

い
は
物
理
的
な
環
境
を
と
お
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
支

障
が
生
じ
た
り
、
社
会
に
完
全
か
つ
効
果
的
に
参

加
す
る
こ
と
が
難
し
い
状
況
が
生
ま
れ
た
り
し
た

と
き
に
、
そ
の
こ
と
を
障
が
い
と
考
え
る
と
い
う

こ
と
で
す
。

　

こ
れ
ま
で
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
身
体
的
あ
る

い
は
機
能
的
な
障
が
い
な
ど
医
学
的
な
症
状
や
機

能
に
着
目
し
た
障
が
い
の
考
え
方
（
医
学
モ
デ

ル
）
が
重
視
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
障
害
者
権
利

条
約
で
は
そ
れ
以
上
に
社
会
的
な
環
境
や
周
り
の

環
境
に
重
点
が
置
か
れ
た
定
義
に
変
わ
っ
て
い
ま

す
。
こ
れ
が
一
番
大
き
な
特
徴
で
す
。

　

第
２
条
に
は
、
ふ
た
つ
め
の
特
徴
で
あ
る
合
理

的
配
慮
と
い
う
考
え
方
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
合

理
的
配
慮
は
、「
障
害
者
が
他
の
者
と
の
平
等
を

基
礎
」
と
し
て
「
必
要
か
つ
適
当
な
変
更
及
び
調

整
」
で
、「
均
衡
を
失
し
た
又
は
過
度
な
負
担
を

課
さ
な
い
も
の
」
で
す
。

　

例
え
ば
、
ど
な
た
で
も
利
用
が
で
き
ま
す
と
呼

び
か
け
た
が
、
段
差
な
ど
へ
の
配
慮
が
な
く
、
結

果
的
に
車
い
す
の
方
は
利
用
が
で
き
な
か
っ
た
と

し
ま
す
。
こ
れ
を
合
理
的
配
慮
の
不
提
供
で
あ
り
、

差
別
と
考
え
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

従
来
の
差
別
は
、「
こ
う
い
う
障
が
い
が
あ
る

人
は
利
用
で
き
ま
せ
ん
」
な
ど
、
意
識
的
に
行
わ

れ
た
場
合
を
さ
す
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
し
た
。
障

害
者
権
利
条
約
で
は
、
そ
う
い
っ
た
意
識
は
な
く

て
も
、
結
果
と
し
て
利
用
が
難
し
い
状
況
が
生
ま

れ
る
こ
と
が
予
想
で
き
る
場
合
は
、
合
理
的
配
慮

の
不
提
供
、
差
別
と
考
え
ま
す
。
障
害
者
基
本
法

や
障
害
者
差
別
解
消
法
の
考
え
方
の
基
本
に
な
っ

て
い
る
と
お
考
え
く
だ
さ
い
。

　

続
い
て
障
害
者
権
利
条
約
の
批
准
に
向
け
た
基

盤
づ
く
り
と
し
て
行
わ
れ
た
条
約
の
制
定
、
法
律

の
改
正
に
つ
い
て
い
く
つ
か
説
明
し
ま
す
。

3.
権
利
擁
護
に
関
連
す
る
法
・
制
度
の
展
開

⑴
障
害
者
基
本
法
の
改
正

　

ま
ず
障
害
者
基
本
法
の
改
正
の
特
徴
を
簡
単
に

お
話
し
し
ま
す
。

　

１
点
め
に
障
が
い
者
の
定
義
の
見
直
し
で
す
。

も
と
も
と
の
医
学
モ
デ
ル
の
考
え
方
か
ら
、
障
害

者
権
利
条
約
の
特
徴
に
も
あ
る
社
会
モ
デ
ル
を
踏

ま
え
た
条
文
に
一
部
切
り
替
わ
り
ま
し
た
。「
医

学
モ
デ
ル
か
ら
社
会
モ
デ
ル
へ
の
転
換
の
第
一

歩
」
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

２
点
め
に
地
域
社
会
で
の
共
生
を
非
常
に
強
調

し
て
い
ま
す
。
今
で
は
共
生
社
会
を
め
ざ
す
こ
と

が
福
祉
政
策
の
大
き
な
柱
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、

障
害
者
基
本
法
の
改
正
が
ス
タ
ー
ト
と
言
っ
て
よ

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
地
域
生
活
の
重
視
、
そ
し

て
、
地
域
生
活
の
権
利
と
い
う
点
を
こ
れ
ま
で
の

法
律
以
上
に
前
進
さ
せ
て
い
る
の
が
障
害
者
基
本

法
の
改
正
だ
と
思
い
ま
す
。

　

３
点
め
に
差
別
の
禁
止
で
す
。
こ
れ
は
、
障
害

者
基
本
法
に
書
か
れ
、
具
体
的
な
施
策
は
障
害
者

差
別
解
消
法
で
す
す
め
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

そ
の
他
、
国
際
的
協
調
や
国
民
の
理
解
、
責
務
、

あ
る
い
は
、
障
害
者
政
策
委
員
会
に
関
し
て
も
、

表１　障害者権利条約の特徴 （筆者作成）

障害者権利条約の特徴
・第１条　目的：障がいの社会モデル
「（前略）長期的な身体的、精神的、知的又は感覚的な機能障害
であって、様々な障壁との相互作用により他の者との平等を基盤
として社会に完全かつ効果的に参加することを妨げ得るものを有
する者（後略）」
・第２条　定義
「意思疎通」：  「言語」として「手話その他の形態の非音声言

語」を含む。
「障害に基づく差別」：  「障害に基づくあらゆる区別、排除又は

制限」。合理的配慮の否定も含む。
「合理的配慮」：  「障害者が他の者との平等を基礎として（中

略）必要かつ適当な変更及び調整」で、かつ
「均衡を失した又は過度の負担を課さないも
の」。

「ユニバーサルデザイン」：  「最大限可能な範囲で全ての人が使
用することのできる製品、環境、
計画及びサービスの設計」。
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よ
り
具
体
的
に
、
そ
し
て
、
よ
り
中
身
が
強
化
さ

れ
ま
し
た
。

⑵
障
害
者
差
別
解
消
法

　

次
に
、
障
害
者
差
別
解
消
法
の
制
度
化
に
関
し

て
説
明
し
ま
す
。
こ
れ
は
も
と
も
と
障
害
者
基
本

法
第
４
条
が
根
拠
と
な
っ
て
い
て
、
差
別
を
解
消

す
る
た
め
の
措
置
と
し
て
大
き
な
柱
が
ふ
た
つ
あ

り
ま
す
。

　

ひ
と
つ
は
「
差
別
的
取
り
扱
い
の
禁
止
」
で
す
。

こ
れ
は
「
こ
う
い
う
障
が
い
の
方
は
利
用
で
き
ま

せ
ん
」
あ
る
い
は
、「
こ
う
い
う
条
件
の
あ
る
方

は
利
用
で
き
ま
せ
ん
」
と
い
っ
た
、
直
接
的
差
別

の
内
容
で
す
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
国
、
地
方
公

共
団
体
等
と
民
間
事
業
者
の
い
ず
れ
も
差
別
禁
止

が
法
的
義
務
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

も
う
ひ
と
つ
は
「
合
理
的
配
慮
の
不
提
供
の
禁

止
」
で
す
。
法
律
が
で
き
た
時
に
は
、
国
、
地
方

公
共
団
体
は
法
的
義
務
、
民
間
事
業
者
は
努
力
義

務
と
さ
れ
て
お
り
、
扱
い
が
異
な
っ
て
い
ま
し
た
。

法
的
義
務
と
努
力
義
務
は
大
き
く
違
い
、
努
力
義

務
の
場
合
は
「
努
力
し
た
け
れ
ど
も
で
き
な
い
」

こ
と
が
認
め
ら
れ
ま
す
。
法
的
義
務
の
場
合
は
認

め
ら
れ
ま
せ
ん
の
で
、
ず
っ
と
効
力
が
強
い
の
で

す
。
令
和
３
（
2
0
2
1
）
年
５
月
に
は
、
国
、

地
方
公
共
団
体
に
加
え
、
民
間
事
業
者
も
法
的
義

務
に
な
る
と
い
う
大
き
な
法
改
正
が
な
さ
れ
ま
し

た
。
職
員
の
対
応
要
領
や
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
な
ど
の

策
定
が
具
体
的
な
対
応
と
し
て
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
差
別
を
解
消
す
る
た
め
の
支
援
措
置
と

し
て
、
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
紛
争
解
決
や

相
談
の
た
め
の
体
制
整
備
を
行
う
こ
と
や
、
地
域

連
携
の
た
め
の
障
害
者
差
別
解
消
支
援
地
域
協
議

会
の
設
置
が
あ
り
ま
す
。
協
議
会
は
現
在
ほ
ぼ
す

べ
て
の
都
道
府
県
で
整
備
済
み
で
す
が
、
市
町
村

は
未
整
備
の
と
こ
ろ
も
あ
る
と
聞
い
て
い
ま
す
。

こ
の
法
律
で
は
原
則
設
置
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
差
別

に
連
携
し
て
取
り
組
む
こ
と
を
定
め
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
以
外
に
も
、
啓
発
活
動
の
実
施
、
差
別
例

や
差
別
を
解
消
し
た
工
夫
例
の
情
報
提
供
な
ど
が

示
さ
れ
て
い
ま
す
。

⑶ 

障
害
者
虐
待
の
防
止
、
障
害
者
の
養
護
者
に
対

す
る
支
援
等
に
関
す
る
法
律

　

３
つ
め
は
、
障
害
者
虐
待
の
防
止
、
障
害
者
の

養
護
者
に
対
す
る
支
援
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
、

障
害
者
虐
待
防
止
法
）
の
制
度
化
（
平
成
23
年
６

月
成
立
）
で
す
。
当
時
す
で
に
児
童
や
高
齢
者
の

虐
待
防
止
に
関
す
る
法
律
が
あ
り
ま
し
た
が
障
が

い
者
に
虐
待
の
防
止
法
は
な
く
、
こ
の
法
律
で
ほ

ぼ
全
世
代
の
虐
待
防
止
法
が
成
立
し
た
こ
と
と
な

り
ま
し
た
。
障
害
者
虐
待
防
止
法
に
お
け
る
虐
待

の
定
義
や
類
型
は
、
他
の
虐
待
防
止
法
と
ほ
ぼ
同

じ
で
す
が
、
特
徴
と
し
て
「
使
用
者
に
よ
る
虐

待
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　

障
が
い
者
虐
待
は
３
種
類
あ
り
、
ひ
と
つ
め
は

「
養
護
者
に
よ
る
虐
待
」
で
す
。
こ
れ
は
家
庭
内

虐
待
と
言
っ
て
よ
い
か
と
思
い
ま
す
。
次
に
「
障

害
者
福
祉
施
設
従
事
者
等
に
よ
る
虐
待
」。
こ
れ

は
施
設
内
虐
待
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
す
。
こ
の
ふ

た
つ
は
い
ず
れ
も
児
童
や
高
齢
者
の
虐
待
防
止
に

関
す
る
法
律
に
も
あ
り
ま
す
。

　

３
つ
め
が
、「
使
用
者
に
よ
る
虐
待
」。
雇
用
の

場
、
就
労
の
場
で
の
虐
待
で
す
。
こ
れ
は
児
童
や

高
齢
者
の
領
域
に
は
及
ん
で
い
な
い
考
え
方
で
す

が
、
障
が
い
領
域
で
は
非
常
に
重
要
で
す
。
仕
組

み
も
少
し
違
っ
て
お
り
、
虐
待
発
見
時
の
通
報
先

が
市
町
村
や
都
道
府
県
と
い
う
こ
と
は
同
じ
で
す

が
、
労
働
の
場
で
の
虐
待
な
の
で
、
そ
の
後
に
労

働
関
係
部
局
が
行
政
と
し
て
関
わ
る
と
い
う
非
常

に
大
き
な
特
徴
で
す
。

　

民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
皆
さ
ん
に
は
、
児
童

も
障
が
い
も
そ
し
て
高
齢
も
、
す
べ
て
の
分
野
で

虐
待
防
止
法
が
あ
る
と
知
っ
て
お
い
て
い
た
だ
く

と
よ
い
と
思
い
ま
す
。

4.
障
害
特
性
と
合
理
的
配
慮

　

最
後
に
、
合
理
的
配
慮
に
つ
い
て
ご
説
明
し
ま

す
。
皆
さ
ん
は
い
ろ
い
ろ
な
障
が
い
が
あ
る
方
が

た
と
出
会
っ
て
悩
ま
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま

す
。
平
成
30
（
2
0
1
8
）
年
に
東
京
都
保
健
福

祉
局
が
『
東
京
都
障
害
者
差
別
解
消
法
ハ
ン
ド

ブ
ッ
ク
』
を
つ
く
り
ま
し
た
。
外
か
ら
見
て
わ
か

り
に
く
い
障
が
い
が
、
一
番
悩
み
が
多
い
と
思
い

ま
す
の
で
、
具
体
的
好
事
例
を
一
部
紹
介
し
ま
す
。
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⑴
失
語
症

最
初
に
、
話
す
こ
と
の
障
が
い
、「
失
語
症
」
で

す
。
失
語
症
は
、
脳
卒
中
の
後
遺
症
や
そ
の
ほ
か

さ
ま
ざ
ま
な
原
因
で
起
こ
り
ま
す
。

　

失
語
症
の
方
と
出
会
っ
た
と
き
、「
こ
の
方
は

な
ん
で
話
し
か
け
て
く
れ
な
い
の
か
」
と
か

「
い
っ
た
い
何
を
待
っ
て
い
る
の
か
」
と
イ
ラ
イ

ラ
し
て
し
ま
い
や
す
い
で
す
。
そ
の
た
め
、
好
事

例
の
と
お
り
、
わ
か
っ
た
段
階
で
具
体
的
に
物
を

見
せ
た
り
、
示
し
た
り
し
な
が
ら
意
思
確
認
を
す

る
こ
と
が
、
非
常
に
大
事
な
ポ
イ
ン
ト
で
す
。

⑵
高
次
脳
機
能
障
害

　

次
は
、
高
次
脳
機
能
障
害
で
す
。
交
通
事
故
等

で
頭
を
強
く
打
っ
た
場
合
や
、
脳
卒
中
、
脳
の
手

術
の
後
遺
症
な
ど
、
高
次
脳
機
能
障
害
の
方
は
多

い
の
で
、
出
会
う
機
会
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

高
次
脳
機
能
障
害
は
、
周
り
の
理
解
が
十
分
な

い
と
ト
ラ
ブ
ル
が
起
こ
り
や
す
い
障
が
い
で
す
。

　

好
事
例
の
と
お
り
、
失
語
症
の
方
と
同
様
、
確

認
を
し
て
、
メ
モ
を
取
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
ト

ラ
ブ
ル
の
も
と
に
な
り
や
す
い
の
で
、
周
囲
が
理

解
し
て
お
く
と
よ
い
と
思
い
ま
す
。

⑶
ヘ
ル
プ
カ
ー
ド

　

最
後
に
ヘ
ル
プ

カ
ー
ド
で
す
。
電
車

や
バ
ス
で
見
か
け
る

こ
と
が
あ
る
で
し
ょ

う
。
ヘ
ル
プ
カ
ー
ド

の
中
面
に
は
、
本
人

が
さ
ま
ざ
ま
な
障
が

い
に
関
す
る
特
性
な

ど
を
記
載
し
て
い
ま

す
。
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
れ
ば
、
本
人
に
聞
き

ヘ
ル
プ
カ
ー
ド
に
沿
っ
て
対
応
す
る
と
よ
い
と
思

い
ま
す
。

　

合
理
的
配
慮
は
皆
さ
ん
が
悩
む
、
あ
る
い
は
直

面
す
る
場
面
だ
と
思
い
ま
す
。
障
が
い
特
性
と
事

例
を
ぜ
ひ
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

『
東
京
都
障
害
者
差
別
解
消
法
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』

（
東
京
都
福
祉
保
健
局
）
は
、
東
京
都
福
祉
保
健

局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

東
京
都
福
祉
保
健
局 

≳ 

障
害
者 

≳ 

障
害
者

施
策 

≳ 

障
害
者
差
別
解
消
と
権
利
擁
護 

≳ 

障
害
者
差
別
解
消
に
関

す
る
普
及
啓
発 

≳ 

3
．
東
京
都
障
害
者
差

別
解
消
法
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク

（
平
成
30
年
10
月
改
定
版
）

「東京都障害者差別解消法ハンドブック」（東京都福祉保健局）
 55頁　好事例５

表２　好事例　話すことの障害（失語症）

好事例　話すことの障害（失語症）

　失語症（発語がうまくできない）のDさんが、買い物に行きま
したが、自分の欲しいものを探すことができませんでした。店員
にどこにあるのか尋ねようとしましたが、欲しいものをうまく伝
えられず、時間が経過するばかりでした。
☛　店員は、Dさんが言葉をうまく話せないことが分かったため、
「食べ物」「飲み物」「日用品」等、徐々に的を絞って確認していっ
たところ、Dさんの欲しいものが判明し購入することができまし
た。

「東京都障害者差別解消法ハンドブック」（東京都福祉保健局）
 57頁　好事例６

表３　好事例　メモを活用して行き違いを防止
（高次脳機能障害）

好事例　メモを活用して行き違いを防止（高次脳機能障害）

　高次脳機能障害の Eさんに、「先ほど伝えたことを忘れて勝手
な行動をしている」と注意したところ、「聞いていなかった、知
らない」と逆に怒り出してしまいました。Eさんは普段、難しい
言葉を使ったり、以前のことをよく覚えている方なので、高次脳
機能障害の特性を知らない周囲の人は、Eさんはいい加減な人だ
と腹を立てて、人間関係が悪化してしまいました。
☛　高次脳機能障害の方は、受傷前の知識や経験を覚えている場
合が多いが、直近のことを忘れてしまいがちであるという説明を
受け、周囲の人は、障害の特性であることを理解することができ
ました。また、口頭で伝えたことは言った、言わないとトラブル
のもとになりやすいので、メモに書いてもらい、双方で確認する
ようにしたら、トラブルが起きなくなりました。

「東京都障害者差別解消法ハンドブック」
 （東京都福祉保健局）69頁

表４　ヘルプカード



6View No. 223

1.
は
じ
め
に

　

豊
川
市
は
愛
知
県
の
南
東
部
に
あ
り
、
日
本
三

大
稲
荷
の
ひ
と
つ
の
豊
川
稲
荷
が
あ
り
、
年
間
約

５
０
０
万
人
の
参
拝
客
で
に
ぎ
わ
っ
て
い
ま
す
。

　

人
口
は
現
在
18
万
６
５
５
４
人
（
令
和
３
〔
２

０
２
１
〕
年
４
月
）
で
す
。
高
齢
化
率
は
、
豊
川

市
全
体
で
は
26
％
で
す
が
、
私
が
住
む
一
宮
地
区

は
少
し
高
く
て
、
全
国
平
均
（
29
・
１
％
）
に
近

い
約
28
％
で
す
。
そ
し
て
一
宮
地
区
に
は
５
つ
の

障
が
い
者
施
設
が
あ
り
ま
す
。

　

今
回
、
そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
「
愛あ
い

厚こ
う

希き

全ぜ
ん

の

里
」
と
一
宮
地
区
民
児
協
（
以
下
、
本
民
児
協
）

の
交
流
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。
愛
厚
希
全
の
里

は
、
昭
和
41
（
１
９
６
６
）
年
の
設
置
で
、
今
年

で
55
年
め
と
な
る
施
設
で
す
。
私
が
高
校
生
の
こ

ろ
に
設
置
さ
れ
た
と
て
も
長
い
歴
史
の
あ
る
施
設

で
、
当
時
、
休
日
に
は
入
所
者
が
車
い
す
で
外
出

し
て
い
る
の
を
よ
く
見
か
け
た
こ
と
を
思
い
出
し

ま
す
。
私
に
と
っ
て
も
、
障
が
い
者
の
存
在
を
地

域
で
身
近
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
で
す
。

令
和
３
年
度
は
１
７
１
人
の
入
所
者
と
１
１
６
人

の
職
員
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

2.
一
宮
地
区
民
児
協
に
つ
い
て

　

本
民
児
協
は
24
人
の
民
生
委
員
・
児
童
委
員

（
地
区
担
当
委
員
21
人
、
主
任
児
童
委
員
３
人
）

で
活
動
し
て
い
ま
す
。「
企
画
部
会
」「
高
齢
者
福

祉
部
会
」「
児
童
福
祉
部
会
」「
生
活
支
援
部
会
」

「
障
が
い
者
福
祉
部
会
」
の
５
部
会
が
あ
り
、
す

べ
て
の
委
員
が
い
ず
れ
か
に
属
し
て
部
会
活
動
も

行
っ
て
い
ま
す
。
各
部
会
で
年
度
末
に
反
省
会
を

し
、
問
題
点
や
課
題
を
話
し
あ
い
、
次
年
度
の
活

動
計
画
に
活
か
し
て
い
ま
す
。

　

障
が
い
の
あ
る
人
と
の
交
流
の
取
り
組
み
を
紹

介
し
ま
す
。
た
だ
、
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
っ
て
、
障
が

い
者
施
設
と
の
交
流
は
施
設
側
の
希
望
も
あ
っ
て

制
限
さ
れ
て
お
り
、
令
和
元
（
２
０
１
９
）
年
度

ま
で
の
本
民
児
協
の
取
り
組
み
の
紹
介
と
な
り
ま

す
。
本
民
児
協
の
「
生
活
支
援
部
会
」
と
「
障
が

い
者
福
祉
部
会
」
は
、
障
が
い
者
と
の
交
流
や
近

隣
住
民
へ
の
啓
発
活
動
、
障
が
い
を
理
由
と
す
る

差
別
の
解
消
、
障
が
い
者
の
自
立
支
援
を
目
的
に

活
動
し
て
い
ま
す
。

　

特
に
愛
厚
希
全
の
里
と
の
交
流
で
は
、
芝
生
や

生
け
垣
の
刈
り
込
み
や
除
草
作
業
な
ど
の
環
境
整

備
に
協
力
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
民
児
協
だ
け
で

な
く
、
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
愛
好
会
な
ど
地
域
の

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
グ
ル
ー
プ
に
も
声
掛
け
し
て
行
い

ま
し
た
。

　

ま
た
、
防
災
避
難
訓
練
へ
の
協
力
も
し
て
い
ま

す
。
内
容
は
入
所
者
の
避
難
介
助
や
救
助
訓
練
、

初
期
消
火
訓
練
、
火
災
避
難
訓
練
に
参
加
・
協
力

し
避
難
経
路
の
説
明
な
ど
を
行
っ
た
ほ
か
、
防
災

食
の
試
食
会
や
調
理
の
協
力
も
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
愛
厚
希
全
の
里
の
大
き
な
行
事
で
あ
る

「
希
全
祭
」
に
も
積
極
的
に
関
わ
り
、
事
前
準
備

の
際
の
会
場
清
掃
や
入
所
者
の
介
助
補
助
、
食
品

な
ど
の
チ
ケ
ッ
ト
制
出
展
ブ
ー
ス
で
販
売
係
な
ど

を
し
て
い
ま
す
。
民
児
協
だ
け
で
な
く
、
地
域
の

い
ろ
い
ろ
な
グ
ル
ー
プ
が
参
加
・
協
力
し
、
特
設

ス
テ
ー
ジ
で
和
太
鼓
の
演
奏
や
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

も
し
て
い
ま
す
。
入
所
者
お
よ
び
そ
の
保
護
者
、

施設でのお祭り「希全祭」では販売係などを行う

事例紹介

障
が
い
者
と
地
域
の
架
け
橋
を
！

愛
知
県
　
豊
川
市
一
宮
地
区
民
児
協
　
会
長
　
小
嶋
　
雅
文
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ま
た
、
近
隣
の
い
ろ
い
ろ
な
団
体
の
方
が
参
加
し

て
、
お
祭
り
を
盛
り
上
げ
て
い
ま
す
。

　
「
希
全
の
里
」
以
外
に
も
地
区
内
に
あ
る
障
が

い
者
施
設
の
お
祭
り
に
も
参
加
・
協
力
し
て
い
ま

す
。

　

祭
り
に
参
加
・
協
力
し
た
人
は
、
障
が
い
者
の

介
助
補
助
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る
こ
と

を
通
じ
て
、
私
自
身
も
含
め
、
障
が
い
者
や
そ
の

ご
家
族
を
理
解
す
る
機
会
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。

3.
民
児
協
発
の
障
が
い
者
サ
ロ
ン
活
動

　

障
が
い
者
と
の
関
係
を
築
い
て
い
く
う
え
で
、

民
生
委
員
・
児
童
委
員
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果

た
せ
る
か
を
、「
障
が
い
者
福
祉
部
会
」
と
「
生

活
支
援
部
会
」
を
中
心
に
検
討
し
て
い
ま
す
。
先

ほ
ど
の
障
が
い
者
施
設
と
の
交
流
で
は
、
ま
ず
は

障
が
い
者
を
身
近
に
感
じ
て
、
理
解
す
る
と
い
う

こ
と
を
念
頭
に
、
各
種
行
事
に
積
極
的
に
参
加
し

て
き
ま
し
た
。
た
だ
、
そ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
だ

と
思
い
、
障
害
者
差
別
解
消
法
に
つ
い
て
も
勉
強

し
よ
う
と
、
令
和
３
年
度
は
、
本
民
児
協
の
定
例

会
に
市
役
所
の
障
が
い
担
当
部
局
の
方
に
来
て
い

た
だ
き
、
研
修
会
を
開
き
ま
し
た
。

　

障
が
い
者
と
の
交
流
会
は
、
今
ま
で
は
障
が
い

者
施
設
に
訪
問
し
て
体
験
す
る
か
た
ち
を
と
っ
て

き
ま
し
た
が
、
新
た
に
本
民
児
協
主
催
の
活
動
が

で
き
な
い
か
と
考
え
、
令
和
元
年
度
か
ら
関
係
機

関
お
よ
び
障
が
い
者
施
設
と
協
議
し
、
障
が
い
者

サ
ロ
ン
活
動
「
ひ
な
た
峠
茶
屋
」
を
立
ち
あ
げ
ま

し
た
。

　

第
１
回
が
12
月
で
し
た
の
で
、
ク
リ
ス
マ
ス
ソ

ン
グ
や
ツ
リ
ー
な
ど
の
装
飾
で
ク
リ
ス
マ
ス
会
の

よ
う
な
雰
囲
気
で
会
を
催
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

障
が
い
者
だ
け
で
な
く
、
高
齢
者
や
子
ど
も
た
ち
、

地
域
の
住
民
に
も
参
加
を
呼
び
か
け
、
障
が
い
者

施
設
か
ら
の
５
人
を
含
め
40
人
を
超
え
る
参
加
が

あ
り
ま
し
た
。

4.
今
後
の
課
題

　

今
後
の
課
題
は
、
⑴
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
障
が

い
者
施
設
と
の
交
流
、
⑵
啓
発
活
動
を
ど
の
よ
う

に
工
夫
し
て
行
う
か
、
⑶
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
者

の
高
齢
化
と
若
年
層
の
取
り
込
み
、
⑷
災
害
時
に

お
け
る
地
域
の
障
が
い
児
・
者
の
情
報
共
有
の
４

点
で
す
。

　

１
点
め
の
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
障
が
い
者
施
設

と
の
交
流
は
、
こ
の
２
年
間
の
課
題
で
す
。
障
が

い
者
施
設
に
お
け
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
感
染
防
止
を
考
え
る
と
、
ど
う
し
て
も
外
部

と
の
交
流
が
で
き
な
い
状
況
が
続
い
て
い
ま
す
。

早
く
、
ま
た
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
交
流
で
き
る
状

況
に
な
る
こ
と
を
願
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。

　

２
点
め
の
啓
発
活
動
は
、
障
が
い
者
へ
の
理
解

を
よ
り
一
層
深
め
る
た
め
に
、
地
域
の
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
グ
ル
ー
プ
な
ど
と
積
極
的
に
関
わ
り
を
も

ち
、
そ
こ
か
ら
地
域
全
体
に
広
げ
る
こ
と
を
考
え

て
い
ま
す
。

　

３
点
め
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
者
の
高
齢
化
で

す
が
、
本
地
区
で
も
活
動
者
の
高
齢
化
が
す
す
ん

で
お
り
、
新
た
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
グ
ル
ー
プ
の
立

ち
あ
げ
を
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

最
後
は
災
害
時
に
お
け
る
地
域
の
障
が
い
児
・

者
の
情
報
共
有
で
す
。
高
齢
者
の
避
難
行
動
要
支

援
者
へ
の
対
応
は
あ
る
程
度
情
報
共
有
で
き
て
い

ま
す
が
、
障
が
い
者
の
情
報
が
ま
だ
ま
だ
十
分
と

は
い
え
ま
せ
ん
。
今
後
、
行
政
機
関
や
自
主
防
災

組
織
と
の
意
見
交
換
を
深
め
る
な
か
で
、
情
報
共

有
で
き
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は
障

が
い
の
有
無
に
よ
る
分
け
隔
て
の
な
い
社
会
を
つ

く
り
、
相
互
に
人
格
と
個
性
を
尊
重
し
共
生
す
る

社
会
を
め
ざ
し
て
、
こ
れ
か
ら
の
民
児
協
活
動
を

し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

障がい者サロン活動「ひなた峠茶屋」での活動の様子
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1.
近
年
の
一
斉
改
選
を
め
ぐ
る
動
向

　

令
和
元
（
２
０
１
９
）
年
12
月
の
一
斉
改
選
の
状

況
は
図
１
の
と
お
り
で
す
。

　

平
成
28
（
２
０
１
６
）
年
の
一
斉
改
選
と
比
べ
て

委
員
定
数
は
１
３
３
０
人
増
加
し
た
一
方
で
、
委
嘱

数
は
１
３
３
５
人
減
少
。
欠
員
率
は
３
・７
％（
充
足

率
96
・
３
％
）
か
ら
４
・８
％
（
充
足
率
95
・
２
％
）

に
上
昇
し
ま
し
た
。

　

図
２
は
、
過
去
10
年
間
の
年
度
末
ご
と
の
委
嘱
者

数
と
一
斉
改
選
期
の
定
数
に
対
す
る
欠
員
率
を
ま
と

め
た
グ
ラ
フ
で
す
。

　

令
和
元
年
の
一
斉
改
選
以
降
も
委
員
の
委
嘱
が
行

わ
れ
、
令
和
２
年
度
末
に
は
23
万
６
９
０
人
で
一
斉

改
選
時
か
ら
２
４
８
４
人
増
え
、
欠
員
率
も
３
・

８
％
（
充
足
率
96
・
２
％
）
と
な
り
ま
し
た
。
10
年

間
の
推
移
を
み
る
と
委
嘱
数
は
ほ
ぼ
横
ば
い
で
、
定

数
増
を
埋
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
況
が
続
い
て
い

る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

ま
た
、
近
年
の
一
斉
改
選
の
特
徴
は
、
委
員
総
数

の
約
３
分
の
１
、７
万
人
以
上
が
新
任
と
い
う
傾
向

で
す
。
平
成
28
年
に
全
民
児
連
が
実
施
し
た
「
民
生

委
員
制
度
創
設
１
０
０
周
年
記
念
全
国
モ
ニ
タ
ー
調

査
」
の
結
果
に
よ
れ
ば
、
委
員
の
在
任
期
間
は
１
期

令和元年
12月
一斉改選

前回比

平成 28年
12月
一斉改選
（前回）

定数 239,682人 1,330人 238,352人

委嘱数 228,206人 ▲ 1,335人 229,541人

充足率 95.2％ ▲ 1.1％ 96.3％

新任委員 71,747人 ▲ 830人 72,578人
（31.6％）

委嘱数に対する
新任委員の割合 31.4％ ▲ 0.2％ 31.6％

 （全民児連作成）
図１　令和元（2019）年　一斉改選の状況

0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0

200,000

205,000

210,000

215,000

220,000

225,000

230,000

235,000

240,000
（欠員率（％））（委嘱数（人））

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

229,510 230,199 230,060 231,339 231,689 230,739 232,041 232,241
229,071

230,690

1.9%

1.6%

2.6%

2.1% 1.9%

3.2%

2.6% 2.6%

4.4%

3.8%

委嘱者数 定員に対する欠員率 ※委嘱数は、「福祉行政報告例の概況」（厚生労働省）による。
　欠員率は、一斉改選時の定数で算出（平成22年12月一斉改選時233,905人
　平成25年12月一斉改選時236,271人、平成28年一斉改選時238,352人、
　令和元年一斉改選時239,682人）

 （全民児連作成）
図２　民生委員・児童委員の委嘱数と欠員率の推移（平成 23年度～令和２年度）

令
和
４
年
12
月
は
一
斉
改
選　
民
児
協
と
し
て
取
り
組
む
こ
と

　
民
生
委
員
・
児
童
委
員
（
以
下
、
民
生
委
員
）
の
任
期
は
、
民
生
委
員
法
第
10
条
に
お
い
て
３
年
間
と

定
め
ら
れ
て
お
り
、
本
年
12
月
が
３
年
に
１
度
の
一
斉
改
選
に
あ
た
り
ま
す
。
す
で
に
準
備
を
す
す
め
て

い
る
民
児
協
も
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
一
斉
改
選
に
際
し
て
は
、
市
町
村
と
の
調
整
や
協
議
が
重
要
で

す
。
本
号
で
は
、
一
斉
改
選
の
現
状
を
把
握
し
、
一
斉
改
選
に
向
け
た
民
児
協
と
し
て
の
市
町
村
等
と
の

協
議
や
連
携
の
ポ
イ
ン
ト
を
考
え
ま
す
。

な
り
て
の
確
保
に
向
け
て

 

市
町
村
と
協
議
す
べ
き
こ
と

第１回

連載
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令和４年12月は一斉改選　民児協として取り組むこと連載

め
の
委
員
が
約
33
％
、
２
期
め
の
委
員
が
約
24
％
で

あ
り
、
２
期
め
ま
で
の
委
員
で
６
割
近
く
を
占
め
る

結
果
と
な
っ
て
い
ま
す
。
欠
員
数
や
新
任
委
員
の
割

合
は
、
各
地
域
で
か
な
り
差
が
あ
り
ま
す
が
、
な
り

て
確
保
に
苦
心
し
て
い
る
こ
と
が
伺
わ
れ
ま
す
。

2.
な
り
て
確
保
に
向
け
た
課
題
〜
令
和
２
年

　
度
文
京
学
院
大
学
に
よ
る
調
査
か
ら
〜

　

本
誌
№
２
２
０
（
令
和
３
年
６
月
発
行
）
掲
載
の

令
和
２
年
度
に
文
京
学
院
大
学
が
厚
生
労
働
省
生
活

困
窮
者
就
労
準
備
支
援
事
業
費
等
補
助
金
を
受
け
て

実
施
し
た
「
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
担
い
手
確
保

に
向
け
た
取
組
に
関
す
る
実
態
調
査
研
究
」（
委
員

長　

中
島
修
教
授
。
以
下
、
な
り
て
調
査
）
で
は
、

行
政
（
市
区
町
村
全
数
）
と
民
生
委
員
（
14
市
町
村
、

２
０
８
１
人
）
を
対
象
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施

し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
結
果
を
み
る
と
、
市
区
町
村
ア
ン
ケ
ー
ト
で

は
、
令
和
元
年
12
月
の
一
斉
改
選
の
候
補
者
推
薦
は

「
非
常
に
困
難
だ
っ
た
」（
34
・
４
%
）
と
「
ど
ち
ら

か
と
い
え
ば
困
難
だ
っ
た
」（
34
・
０
%
）
を
合
わ

せ
る
と
、
約
７
割
が
な
り
て
確
保
に
課
題
を
感
じ
て

い
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
解
決
に
効
果
が
あ
っ
た
取
り

組
み
と
し
て
、「
新
任
委
員
の
活
動
フ
ォ
ロ
ー
・
相

談
体
制
づ
く
り
」「
活
動
内
容
を
十
分
理
解
し
た
現

役
委
員
・
O
B
に
対
す
る
適
任
者
の
推
薦
依
頼
」

「
行
政
か
ら
の
き
め
細
か
な
依
頼
・
説
明
」「
年
齢
要

件
の
緩
和
」
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

一
方
、
民
生
委
員
か
ら
は
、
な
り
て
確
保
の
課
題

解
決
に
向
け
て
効
果
が
高
い
取
り
組
み
と
し
て
「
新

任
委
員
の
活
動
フ
ォ
ロ
ー
・
相
談
体
制
づ
く
り
」

「
候
補
者
へ
の
適
切
な
説
明
」「
行
政
・
関
係
機
関
等

の
充
て
職
依
頼
の
削
減
、
会
費
や
寄
附
の
協
力
を
求

め
る
た
め
の
戸
別
訪
問
業
務
の
削
減
」「
地
区
割
の

見
直
し
、
定
員
増
等
に
よ
る
担
当
世
帯
数
の
適
正
化

（
複
数
担
当
制
の
導
入
な
ど
）」
が
あ
げ
ら
れ
ま
し
た
。

3.
行
政
と
の
連
携
や
協
議
の
ポ
イ
ン
ト

　

こ
れ
ら
の
現
状
を
踏
ま
え
、
一
斉
改
選
に
向
け
た

市
町
村
と
の
連
携
や
協
議
の
ポ
イ
ン
ト
を
、
以
下
の

と
お
り
整
理
し
ま
し
た
。

⑴
地
区
割
・
定
員
数
を
含
め
た
活
動
環
境
の
整
備
に

つ
い
て
の
協
議

　

委
員
活
動
は
３
年
ご
と
の
一
斉
改
選
が
節
目
で
す
。

民
児
協
と
し
て
、こ
れ
を
機
に
、委
員
活
動
の
負
担
軽

減
や
区
割
り
や
定
数
の
見
直
し
、働
き
な
が
ら
活
動
で

き
る
環
境
づ
く
り
な
ど
、
日
ご
ろ
の
委
員
活
動
で
課

題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
委
員
相
互
で
、
そ
し
て
市
町

村
と
も
共
有
し
、ひ
と
つ
で
も
ふ
た
つ
で
も
改
善
に
つ

な
が
る
よ
う
取
り
組
む
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
委

員
の
立
場
か
ら
環
境
改
善
が
す
す
む
こ
と
で
、再
任
を

考
え
る
委
員
も
生
ま
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

⑵
さ
ま
ざ
ま
な
関
係
団
体
へ
の
は
た
ら
き
か
け

　

な
り
て
調
査
の
市
区
町
村
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
で
は
、

委
員
の
推
薦
母
体
は
、
自
治
会
・
町
内
会
（
81
・

７
％
）、
民
生
委
員
・
児
童
委
員
（
40
・
２
％
）
と

な
っ
て
い
ま
す
。
民
生
委
員
の
な
り
て
の
問
題
を
地

域
の
課
題
と
し
て
地
域
の
関
係
機
関
に
も
共
有
し
、

多
様
な
ル
ー
ト
か
ら
委
員
に
ふ
さ
わ
し
い
方
が
推
薦

さ
れ
る
よ
う
な
取
り
組
み
に
す
る
こ
と
が
大
事
で
す
。

推
薦
委
員
会
や
推
薦
準
備
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
構
成

を
見
直
す
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

⑶
委
員
活
動
を
具
体
的
に
知
っ
て
も
ら
う

　

な
り
て
調
査
に
よ
る
と
市
町
村
も
民
生
委
員
も
共

通
し
て
、
委
員
活
動
を
具
体
的
に
知
っ
て
も
ら
う
こ

と
が
な
り
て
確
保
に
効
果
が
あ
る
と
し
て
い
ま
す
。

当
面
は
、
民
生
委
員
自
ら
が
候
補
者
等
に
委
員
活
動

を
説
明
す
る
こ
と
、
そ
の
と
き
に
や
り
が
い
や
楽
し

さ
、
学
び
な
ど
も
合
わ
せ
て
伝
え
る
こ
と
が
大
事
で

し
ょ
う
。
ま
た
改
選
期
で
あ
る
か
ど
う
か
を
問
わ
ず
、

市
町
村
と
も
連
携
し
、
委
員
活
動
を
知
っ
て
も
ら
う

機
会
づ
く
り
を
意
識
す
る
こ
と
が
大
事
で
す
。

⑷
新
任
委
員
の
研
修
に
向
け
た
準
備

　

今
期
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
ま
ん

延
に
よ
り
な
か
な
か
思
い
ど
お
り
の
活
動
が
で
き
な

か
っ
た
民
児
協
が
大
半
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
現
在

１
期
め
で
来
期
に
再
任
さ
れ
る
委
員
の
フ
ォ
ロ
ー
も

含
め
て
、
新
任
委
員
へ
の
き
め
細
か
な
研
修
や
支
援

の
方
法
を
い
ま
の
う
ち
か
ら
市
町
村
と
も
協
議
し
、

準
備
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
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〜
本
会
の
国
へ
の
働
き
か
け
で
、
厚
生
労
働
大
臣

に
よ
る
委
員
の
委
嘱
・
指
名
を
継
続
、
２
省
庁

間
の
連
携
規
定
が
法
定
化
さ
れ
る
見
込
み
〜

〈�

令
和
４
年
２
月
25
日
現
在
の
情
報
を
も
と
に
整

理
し
て
い
ま
す
の
で
ご
留
意
く
だ
さ
い
。〉

1.
こ
ど
も
家
庭
庁
設
置
を
め
ぐ
る
動
向

⑴
こ
ど
も
家
庭
庁
の
概
要

　

こ
ど
も
家
庭
庁
は
、
子
ど
も
の
最
善
の
利
益
を

第
一
に
、
子
ど
も
に
関
す
る
取
り
組
み
・
政
策
を

わ
が
国
社
会
の
真
ん
中
に
据
え
た
「
こ
ど
も
ま
ん

な
か
社
会
づ
く
り
」
を
め
ざ
す
も
の
と
し
て
い
ま

す
。
設
置
は
令
和
５
（
２
０
２
３
）
年
度
の
４
月

１
日
と
さ
れ
、
内
閣
府
（
責
任
者
は
内
閣
総
理
大

臣
）
の
外
局
と
し
て
、
専
任
閣
僚
（
担
当
大
臣
）

と
長
官
を
置
き
、
専
任
閣
僚
に
は
、
各
省
大
臣
に

対
す
る
勧
告
権
等
が
付
与
さ
れ
ま
す
。

⑵
体
制
と
役
割

　

こ
ど
も
家
庭
庁
の
体
制
は
、
現
在
の
厚
生
労
働

省
子
ど
も
家
庭
局
と
内
閣
府
子
ど
も
・
子
育
て
本

部
な
ど
を
統
合
す
る
か
た
ち
に
な
る
見
込
み
で
あ

り
、「
企
画
立
案
・
総
合
調
整
部
門
」「
成
育
部

門
」「
支
援
部
門
」
の
３
つ
の
部
局
の
も
と
、
児

童
虐
待
防
止
、
子
ど
も
の
貧
困
対
策
、
ひ
と
り
親

家
庭
の
支
援
な
ど
を
含
む
子
ど
も
や
子
育
て
支
援

に
か
か
る
施
策
を
広
く
担
い
ま
す
。
教
育
（
小
学

校
等
）
に
つ
い
て
は
文
部
科
学
省
の
下
で
こ
れ
ま

で
ど
お
り
充
実
を
図
り
、
両
省
庁
が
密
接
に
連
携

す
る
も
の
と
し
て
い
ま
す
。

⑶
こ
ど
も
家
庭
庁
と
児
童
委
員
制
度

　

こ
ど
も
家
庭
庁
の
設
置
に
よ
り
、
児
童
委
員
制

度
を
規
定
す
る
児
童
福
祉
法
の
所
管
は
こ
ど
も
家

庭
庁
に
移
管
さ
れ
、
現
在
、
そ
の
事
務
を
担
当
す

る
厚
生
労
働
省
子
ど
も
家
庭
局
は
廃
止
と
な
り
ま

す
。
よ
っ
て
、
こ
ど
も
家
庭
庁
設
置
後
は
、
児
童

委
員
制
度
を
こ
ど
も
家
庭
庁
が
所
管
す
る
と
さ
れ

て
い
ま
す
。

2. 

本
会
と
し
て
の
考
え
方
と
具
体
的
取
り
組
み

〜 

不
可
分
一
体
の
民
生
委
員
・
児
童
委
員
制
度

の
継
続
を
厚
生
労
働
省
等
に
強
く
要
望
〜

⑴
こ
ど
も
家
庭
庁
設
置
に
対
す
る
本
会
の
考
え
方

　

全
民
児
連
で
は
、
こ
ど
も
家
庭
庁
の
設
置
で
、

子
育
て
支
援
や
虐
待
予
防
な
ど
の
施
策
が
拡
充
さ

れ
る
も
の
と
し
て
期
待
を
寄
せ
て
い
ま
す
。

　

一
方
、
民
生
委
員
・
児
童
委
員
活
動
は
、
民
生

委
員
法
と
児
童
福
祉
法
の
ふ
た
つ
の
制
度
に
基
づ

き
ま
す
が
、
厚
生
労
働
大
臣
の
委
嘱
・
指
名
の
も

と
不
可
分
一
体
の
活
動
を
展
開
し
、
長
年
に
わ
た

り
世
帯
・
家
庭
の
支
援
、
地
域
支
援
の
視
点
で
活

動
を
蓄
積
し
て
き
ま
し
た
。
本
会
は
、
こ
ど
も
家

庭
庁
の
設
置
後
も
不
可
分
一
体
の
活
動
が
継
続
で

き
る
制
度
運
用
を
図
る
よ
う
、
厚
生
労
働
省
や
国

に
強
く
は
た
ら
き
か
け
て
い
ま
す
。

⑵
本
会
の
取
り
組
み

◎
令
和
３
年
12
月
２
日
、
本
会
正
副
会
長
は
厚
生

労
働
省
か
ら
「
こ
ど
も
家
庭
庁
設
置
に
伴
い
児

童
委
員
制
度
を
移
管
す
る
」
旨
の
説
明
を
は
じ

め
て
受
け
ま
し
た
。
本
会
と
し
て
、「
児
童
委

員
制
度
の
所
管
が
こ
ど
も
家
庭
庁
に
な
っ
た
場

合
、
委
員
の
委
嘱
お
よ
び
主
任
児
童
委
員
の
指

名
な
ど
活
動
の
根
幹
と
な
る
制
度
運
用
が
２
省

庁
に
分
か
れ
、
不
可
分
一
体
の
活
動
に
大
き
な

支
障
や
混
乱
を
招
く
」
懸
念
が
あ
る
旨
を
強
く

訴
え
ま
し
た
。

◎
し
か
し
、
厚
生
労
働
省
か
ら
そ
の
懸
念
を
解
消

す
る
た
め
の
対
応
が
示
さ
れ
ず
、
臨
時
理
事
会

（
12
月
９
日
）、
緊
急
評
議
員
会
（
12
月
15
日
）

を
開
催
し
、「
現
行
制
度
の
堅
持
」
の
要
望
を

決
議
し
ま
し
た
。
全
国
約
１
万
人
の
単
位
民
児

協
会
長
の
署
名
運
動
の
実
施
も
視
野
に
、
正
副

会
長
を
中
心
と
し
て
強
く
関
係
省
庁
や
関
係
国

会
議
員
へ
の
要
望
活
動
を
展
開
し
ま
し
た
。

◎
12
月
21
日
、
こ
ど
も
家
庭
庁
設
置
に
向
け
た
基

本
方
針
（
こ
ど
も
政
策
の
新
た
な
推
進
体
制
に

関
す
る
基
本
方
針
）
が
閣
議
決
定
さ
れ
、
厚
生

労
働
省
か
ら
は
、
不
可
分
一
体
の
委
員
活
動
を

確
保
す
る
た
め
の
制
度
対
応
を
図
る
旨
の
説
明

が
あ
り
ま
し
た
。
本
会
は
厚
生
労
働
省
に
、
児

童
委
員
制
度
移
管
の
説
明
か
ら
わ
ず
か
２
週
間

余
り
で
の
閣
議
決
定
に
対
す
る
強
い
遺
憾
の
意

を
示
し
ま
し
た
。

◎
令
和
４
年
１
月
７
日
に
は
、
厚
生
労
働
省
の
申

こ
ど
も
家
庭
庁
を
め
ぐ
る

 
動
向
と
全
民
児
連
の
取
り
組
み
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し
出
を
受
け
、
古
賀
篤
厚
生
労
働
副
大
臣
と
本

会
正
副
会
長
（
得
能
会
長
、
寺
田
副
会
長
）
が

面
会
し
ま
し
た
。
古
賀
副
大
臣
か
ら
「
こ
ど
も

家
庭
庁
に
関
す
る
説
明
や
対
応
が
遅
く
な
っ
た

こ
と
を
率
直
に
お
詫
び
す
る
」
と
の
発
言
が
あ

り
、
さ
ら
に
以
下
の
よ
う
な
制
度
対
応
を
行
う

旨
の
説
明
を
受
け
ま
し
た
。

・
こ
ど
も
家
庭
庁
の
設
置
に
よ
り
児
童
委
員
制

度
の
所
管
は
こ
ど
も
家
庭
庁
に
移
管
さ
れ
る

が
、
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
不
可
分
一
体

の
活
動
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
、
今
国
会
に
上

程
す
る
こ
ど
も
家
庭
庁
設
置
に
か
か
る
児
童

福
祉
法
改
正
案
は
、
以
下
の
内
容
と
な
る
よ

う
調
整
し
て
い
る
。

①
こ
ど
も
家
庭
庁
設
置
後
も
民
生
委
員
・
児

童
委
員
の
委
嘱
お
よ
び
主
任
児
童
委
員
の

指
名
は
こ
れ
ま
で
ど
お
り
厚
生
労
働
大
臣

が
行
う
。

②
民
生
委
員
・
児
童
委
員
制
度
の
運
用
に
あ

た
っ
て
、
厚
生
労
働
省
と
こ
ど
も
家
庭
庁

が
連
携
・
協
力
す
る
規
定
を
法
律
に
盛
り

込
む
。

・
こ
ど
も
家
庭
庁
設
置
後
も
民
生
委
員
・
児
童

委
員
に
関
す
る
制
度
運
営
は
、
引
き
続
き
厚

生
労
働
省
（
社
会
・
援
護
局
地
域
福
祉
課
）

が
主
体
と
な
っ
て
、
こ
ど
も
家
庭
庁
と
連
携

し
て
一
体
的
に
行
う
よ
う
調
整
す
る
。

◎
１
月
14
日
に
本
会
は
臨
時
理
事
会
を
開
催
し
、

当
面
の
対
応
を
協
議
。
児
童
委
員
制
度
は
こ
ど

も
家
庭
庁
に
移
管
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、

厚
生
労
働
省
か
ら
上
記
の
制
度
対
応
を
図
る
旨

の
説
明
が
あ
っ
た
こ
と
を
受
け
、
当
面
、
こ
ど

も
家
庭
庁
や
民
生
委
員
・
児
童
委
員
制
度
に
か

か
る
厚
生
労
働
省
や
国
の
対
応
、
今
後
の
動
向

を
注
視
・
検
証
し
、
必
要
が
あ
れ
ば
制
度
要
望

等
を
強
く
行
う
こ
と
と
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
、

厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
、
厚
生
労
働
省
と
こ
ど

も
家
庭
庁
、
本
会
の
三
者
で
委
員
活
動
の
課
題

や
対
応
を
協
議
す
る
場
を
常
置
す
る
な
ど
、
一

体
的
な
制
度
運
営
を
図
る
こ
と
に
つ
い
て
、
１

月
25
日
付
け
で
要
望
書
を
提
出
し
ま
し
た
。

⑶
今
後
に
向
け
て

　

令
和
４
年
１
月
に
厚
生
労
働
省
が
開
催
し
た

「
全
国
厚
生
労
働
関
係
部
局
長
会
議
」
で
、
こ
ど

も
家
庭
庁
創
設
に
係
る
民
生
委
員
・
児
童
委
員
制

度
の
運
用
に
つ
い
て
「
民
生
委
員
法
と
児
童
福
祉

法
を
所
管
す
る
役
所
が
分
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
て

も
、
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
一
体
的
な
運
用
を

維
持
し
て
い
く
た
め
、
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の

委
嘱
や
主
任
児
童
委
員
の
指
名
は
厚
生
労
働
大
臣

が
行
え
る
よ
う
、
ま
た
、
制
度
運
用
上
の
連
携
・

協
力
を
担
保
で
き
る
よ
う
、
法
制
的
に
調
整
中
で

あ
る
」
と
都
道
府
県
等
の
自
治
体
に
説
明
を
し
ま

し
た
。
あ
た
り
ま
え
の
よ
う
な
内
容
で
す
が
、
上

述
の
本
会
の
取
り
組
み
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
上

が
っ
た
成
果
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。

　

こ
ど
も
家
庭
庁
の
設
置
の
た
め
の
関
係
法
案
は
、

２
月
25
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
ま
し
た
。
閣
議
決
定

法
案
に
は
厚
生
労
働
省
と
こ
ど
も
家
庭
庁
の
長
の

連
携
・
協
力
規
定
が
新
設
さ
れ
ま
し
た
。
厚
生
労

働
大
臣
に
よ
る
委
嘱
や
指
名
の
規
定
を
改
正
す
る

記
載
は
な
く
、
現
状
維
持
が
見
込
ま
れ
ま
す
。
こ

の
後
、
国
会
審
議
と
な
り
ま
す
。
一
連
の
動
き
の

な
か
で
こ
ど
も
家
庭
庁
の
具
体
的
な
内
容
や
民
生

委
員
・
児
童
委
員
制
度
と
の
関
わ
り
が
さ
ら
に
明

ら
か
と
な
る
で
し
ょ
う
。

　

本
会
で
は
、
引
き
続
き
動
向
を
把
握
し
、
各
都

道
府
県
・
指
定
都
市
民
児
協
と
も
情
報
共
有
や
連

携
を
図
り
、
こ
ど
も
家
庭
庁
設
置
後
も
民
生
委

員
・
児
童
委
員
が
地
域
住
民
の
立
場
で
よ
り
よ
い

活
動
が
で
き
る
よ
う
、
引
き
続
き
厚
生
労
働
省
等

と
の
折
衝
や
調
整
を
図
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
皆
さ

ま
の
ご
理
解
と
ご
支
援
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

古賀篤厚生労働副大臣との面会
（左）得能会長、（中央）古賀副大臣、
（右）寺田副会長
（令和４年 1月７日、厚生労働省古賀副大臣室にて）
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1.
情
勢
認
識

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
外
出
自
粛
等
で

児
童
虐
待
や
貧
困
、
ひ
き
こ
も
り
、
ヤ
ン
グ
ケ
ア

ラ
ー
な
ど
、
住
民
が
か
か
え
る
福
祉
課
題
が
一
層

複
雑
化
・
多
様
化
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
う
し

た
状
況
で
も
民
生
委
員
・
児
童
委
員
（
以
下
、
民

生
委
員
）
は
、
電
話
訪
問
な
ど
対
面
以
外
で
住
民

と
の
交
流
を
模
索
す
る
と
と
も
に
、
民
児
協
運
営

で
は
都
道
府
県
や
市
区
町
村
圏
域
で
の
W
e
b
会

議
導
入
も
着
実
に
す
す
ん
で
い
ま
す
。

　

国
が
掲
げ
る
地
域
共
生
社
会
で
は
、
令
和
２
年

に
困
り
ご
と
を
抱
え
る
地
域
住
民
へ
の
新
た
な
ア

プ
ロ
ー
チ
の
仕
組
み
と
し
て
「
重
層
的
支
援
体
制

整
備
事
業
」
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。
民
生
委
員
や

民
児
協
が
日
ご
ろ
の
活
動
で
得
た
情
報
な
ど
を
自

治
体
や
関
係
機
関
と
相
互
に
情
報
共
有
す
る
こ
と

で
、
包
括
的
な
支
援
体
制
づ
く
り
が
す
す
む
こ
と

が
期
待
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
本
年
12
月
は
一
斉
改
選
で
す
。
全
国
的

に
「
な
り
て
確
保
」
が
課
題
と
さ
れ
、
民
生
委
員

制
度
や
そ
の
活
動
を
広
く
社
会
に
周
知
す
る
と
と

も
に
、
民
生
委
員
の
活
動
環
境
整
備
を
さ
ら
に
す

す
め
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
令
和
３
年
５
月
の
災

害
対
策
基
本
法
改
正
や
、
令
和
５
年
度
の
こ
ど
も

家
庭
庁
設
置
な
ど
、
民
生
委
員
を
取
り
巻
く
環
境

が
め
ま
ぐ
る
し
く
変
わ
る
な
か
で
、
持
続
可
能
な

民
生
委
員
制
度
、
民
生
委
員
活
動
を
考
え
る
こ
と

が
重
要
と
な
っ
て
い
ま
す
。

2.
活
動
の
重
点

　

こ
う
し
た
情
勢
を
踏
ま
え
、
令
和
４
年
度
の
全

民
児
連
事
業
は
、
以
下
の
３
点
を
重
点
と
し
て
活

動
に
取
り
組
み
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
ど
も
家
庭
庁
設
置
へ
の
対
応
な
ど
、

国
の
施
策
等
の
大
き
な
動
き
に
は
、
上
記
の
活
動

重
点
に
限
ら
ず
組
織
対
応
を
行
い
ま
す
。

【
重
点
１
】
委
員
制
度
・
活
動
の
よ
り
良
い
環
境

づ
く
り

・
民
生
委
員
・
児
童
委
員
活
動
の
取
り
組
み
の
推

進
と
環
境
整
備

（
担
当
部
会
＝
地
域
福
祉
推
進
部
会
、
総
務
部

会
、
広
報
・
研
修
部
会
）

⑴
地
域
共
生
社
会
づ
く
り
に
向
け
、
民
生
委
員
・

児
童
委
員
活
動
が
築
き
上
げ
た
環
境
の
整
備
に

向
け
た
要
望
活
動
の
実
施

⑵
民
児
協
実
態
調
査
実
施
に
向
け
た
準
備

⑶
一
斉
改
選
に
向
け
た
冊
子
の
発
行
、
機
関
紙
等

を
通
じ
た
情
報
提
供
、
永
年
勤
続
退
任
表
彰
等

の
実
施

【
重
点
２
】
持
続
可
能
な
委
員
制
度
・
委
員
活
動

を
考
え
る

・「
民
生
委
員
制
度
創
設
１
０
０
周
年
活
動
強
化

方
策
」
の
推
進

（
担
当
部
会
＝
地
域
福
祉
推
進
部
会
）

⑴
「
地
域
版 

活
動
強
化
方
策
」
の
計
画
的
・
組

織
的
な
取
り
組
み
の
一
層
の
支
援

⑵
１
０
０
周
年
活
動
強
化
方
策
に
基
づ
く
取
り
組

み
中
間
年
と
し
て
、
振
り
返
り
の
実
施

・
児
童
委
員
、
主
任
児
童
委
員
活
動
の
ア
ピ
ー
ル

と
理
解
づ
く
り

（
担
当
部
会
＝
児
童
委
員
活
動
推
進
部
会
）

⑴
こ
ど
も
家
庭
庁
設
置
後
も
、
児
童
委
員
、
主
任

Ⅰ.
情
勢
認
識
お
よ
び
活
動
の
重
点

Ⅱ.
重
点
事
業
の
概
要

令
和
４
年
度
　
全
国
民
生
委
員
児
童
委
員
連
合
会
　

事
業
計
画
お
よ
び
予
算
概
要

令
和
３
年
度
第
４
回
評
議
員
会
に
お
い
て
承
認

さ
れ
た
令
和
４
年
度
事
業
計
画
・
予
算
の
概
要

を
報
告
し
ま
す
。
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児
童
委
員
活
動
が
民
生
委
員
活
動
と
不
可
分
一

体
の
活
動
と
し
て
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
課

題
を
検
討
・
整
理
す
る
。

⑵
令
和
３
年
度
よ
り
実
施
し
て
い
る
子
ど
も
の
権

利
に
関
す
る
資
料
・
広
報
ツ
ー
ル
の
活
用
の
効

果
や
方
法
、
児
童
委
員
、
主
任
児
童
委
員
活
動

の
環
境
整
備
に
つ
い
て
継
続
し
て
検
討
す
る
。

⑶
児
童
委
員
、
主
任
児
童
委
員
向
け
の
研
修
や
資

料
提
供
を
通
じ
て
、
子
ど
も
の
権
利
を
守
る
た

め
の
取
り
組
み
を
推
進
す
る
。

【
重
点
３
】
委
員
活
動
へ
の
理
解
と
な
り
て
の
す

そ
野
を
広
げ
る

・
民
生
委
員
・
児
童
委
員
制
度
の
理
解
促
進
と
普

及
啓
発

（
担
当
部
会
＝
広
報
・
研
修
部
会
）

⑴
一
斉
改
選
に
向
け
て
、
民
生
委
員
・
児
童
委
員

P
R
グ
ッ
ズ
の
作
成
・
頒
布
等
に
よ
る
全
国
各

地
の
広
報
活
動
の
支
援
と
、「
A
C
ジ
ャ
パ
ン
支

援
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
広
告

等
に
よ
る
全
国
段
階
で
の
広
報
の
展
開
を
行
う
。

⑵
こ
れ
ま
で
の
広
報
活
動
の
効
果
検
証
や
、
今
後

の
広
報
活
動
の
参
考
と
す
る
た
め
の
、
民
生
委

員
・
児
童
委
員
の
意
識
調
査
を
実
施
す
る
。

１.
各
部
会
・
委
員
会

⑴
総
務
部
会

①
令
和
４
年
度
第
91
回
全
国
民
生
委
員
児
童
委

員
大
会
の
開
催

　

令
和
４
年
10
月
19
日
（
水
）
～
20
日
（
木
）

に
愛
知
県
名
古
屋
市
（「
名
古
屋
国
際
会
議
場
」

予
定
）
で
開
催
す
る
全
国
大
会
に
向
け
て
準
備

を
行
う
。

②
持
続
可
能
な
全
国
大
会
の
あ
り
方
の
検
討

　

コ
ロ
ナ
禍
や
I
C
T
環
境
の
変
化
、
収
支
面

な
ど
を
踏
ま
え
、
今
後
の
長
き
に
わ
た
っ
て
持

続
可
能
な
全
国
大
会
の
あ
り
方
を
検
討
。

③
全
民
児
連
事
業
の
財
政
の
あ
り
方
の
検
討

④
「
被
災
地
民
児
協
支
援
募
金
」
等
に
よ
る
災

害
被
災
地
へ
の
支
援

⑤
改
訂
版
『
単
位
民
児
協
運
営
の
手
引
き
』
の

冊
子
を
、
都
道
府
県
・
指
定
都
市
民
児
協
を

通
じ
て
単
位
民
児
協
会
長
に
配
付
す
る
。

⑵
地
域
福
祉
推
進
部
会

①
民
生
委
員
・
児
童
委
員
活
動
の
充
実
と
活
動

環
境
整
備

ア
、
民
児
協
実
態
調
査
準
備
委
員
会
を
開
催
し
、

市
区
町
村
民
児
協
活
動
実
態
調
査
を
実
施

す
る
。
併
せ
て
令
和
５
年
度
の
単
位
民
児

協
活
動
実
態
調
査
の
実
施
に
向
け
て
、
検

討
を
行
う
。

イ
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
時
に

も
S
N
S
の
活
用
や
オ
ン
ラ
イ
ン
会
議
が

有
効
だ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
民
生
委

員
・
児
童
委
員
活
動
お
よ
び
民
児
協
活
動

に
お
け
る
I
C
T
活
用
を
推
進
す
る
と
と

も
に
、
国
に
対
し
委
員
活
動
環
境
の
基
盤

整
備
等
に
関
す
る
予
算
要
望
を
行
う
。

ウ
、
令
和
３
年
度
に
作
成
し
た
『
地
域
共
生
社

会
に
関
す
る
民
児
協
活
動
事
例
集
（
仮

称
）』
お
よ
び
「
地
域
共
生
社
会
の
実
現

に
向
け
た
民
生
委
員
・
児
童
委
員
、
民
児

協
と
し
て
の
行
動
方
針
（
仮
称
）」
を
周

知
・
活
用
を
促
進
し
、
S
D
G
ｓ
や
地
域

Ⅲ.
各
部
会
・
委
員
会
の
取
り
組
み

重点１ 委員制度・活動のより良い環境づくり
・�民生委員・児童委員活動の取り組みの推進
と環境整備

重点２ 持続可能な委員制度・委員活動を考える
・�「民生委員制度創設100周年活動強化方策」
の推進
・�児童委員、主任児童委員活動のアピールと
理解づくり

重点３ 委員活動への理解となりてのすそ野を広げる
・�民生委員・児童委員制度の理解促進と普及
啓発
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共
生
社
会
の
実
現
と
民
生
委
員
・
児
童
委

員
活
動
、
民
児
協
活
動
の
関
わ
り
に
つ
い

て
理
解
を
深
め
る
。

②
「
民
生
委
員
制
度
創
設
１
０
０
周
年
活
動
強

化
方
策
」
の
推
進

ア
、「
地
域
版　

活
動
強
化
方
策
」
作
成
の
更

な
る
普
及
に
向
け
、
単
位
民
児
協
会
長
へ

の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
通
し
て
各
地
の
作
成
状

況
を
把
握
し
、
情
報
共
有
を
す
す
め
る
。

ま
た
、
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
を
踏
ま
え
て
、

令
和
５
年
度
以
降
の
「
単
位
民
児
協
版　

活
動
強
化
方
策
」
作
成
推
進
支
援
事
業
の

実
施
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

イ
、
令
和
元
年
度
～
令
和
３
年
度
に
実
施
し
た

「『
単
位
民
児
協
版　

活
動
強
化
方
策
』
作

成
推
進
支
援
事
業
」
の
成
果
を
都
道
府

県
・
指
定
都
市
民
児
協
に
共
有
し
、「
地

域
版　

活
動
強
化
方
策
」
の
作
成
の
推
進

を
図
る
。

③
災
害
に
備
え
る
民
生
委
員
活
動
お
よ
び
被
災

地
に
お
け
る
民
生
委
員
活
動
、
民
児
協
の
支

援
ア
、
令
和
４
年
に
改
訂
す
る
『
災
害
に
備
え
る

民
生
委
員
・
児
童
委
員
活
動
に
関
す
る
指

針
』
を
周
知
し
、
活
用
を
す
す
め
る
。

イ
、
全
国
大
会
の
活
動
交
流
集
会
や
機
関
紙

『
ひ
ろ
ば
』
を
通
し
て
、
被
災
地
で
ど
の

よ
う
な
民
生
委
員
・
児
童
委
員
活
動
が
行

わ
れ
て
い
る
の
か
、
情
報
収
集
お
よ
び
活

動
状
況
の
共
有
を
行
う
。

⑶
児
童
委
員
活
動
推
進
部
会

①
こ
ど
も
家
庭
庁
が
設
置
さ
れ
、
施
策
の
見
直

し
が
あ
っ
て
も
児
童
委
員
、
主
任
児
童
委
員

活
動
が
民
生
委
員
活
動
と
不
可
分
一
体
の
活

動
と
し
て
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
課
題
を

検
討
・
整
理
す
る
。

　

こ
ど
も
家
庭
庁
設
置
に
よ
る
制
度
の
見
直

し
な
ど
の
動
向
を
注
視
し
、
児
童
委
員
、
主

任
児
童
委
員
活
動
へ
の
影
響
に
つ
い
て
検
討

す
る
。
ま
た
、
必
要
に
応
じ
て
児
童
委
員
、

主
任
児
童
委
員
が
こ
れ
ま
で
と
変
わ
ら
ず
に

活
動
で
き
る
よ
う
課
題
を
整
理
す
る
。

②
令
和
３
年
度
よ
り
実
施
し
て
い
る
子
ど
も
の

権
利
に
関
す
る
資
料
・
広
報
ツ
ー
ル
の
活
用

の
効
果
や
方
法
、
児
童
委
員
、
主
任
児
童
委

員
活
動
の
環
境
整
備
に
つ
い
て
、
継
続
し
て

検
討
す
る
。

　

具
体
的
に
は
、
活
用
状
況
の
中
間
報
告
、

ア
ン
ケ
ー
ト
の
集
約
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
結
果
を

も
と
に
、『
児
童
委
員
、
主
任
児
童
委
員
活

動
事
例
集
』（
仮
称
）
を
作
成
す
る
。

　

な
お
事
例
集
は
、
児
童
委
員
、
主
任
児
童

委
員
に
と
っ
て
参
考
と
な
る
だ
け
で
な
く
、

行
政
職
員
や
福
祉
専
門
職
、
社
会
に
児
童
委

員
、
主
任
児
童
委
員
活
動
を
ア
ピ
ー
ル
し
、

理
解
づ
く
り
に
つ
な
げ
る
「
魅
せ
る
」
内
容

と
す
る
。

③
児
童
委
員
、
主
任
児
童
委
員
向
け
の
研
修
や

資
料
提
供
を
通
じ
て
、
子
ど
も
の
権
利
を
守

る
た
め
の
取
り
組
み
を
推
進
す
る
。

ア
、
令
和
４
年
度
全
国
児
童
委
員
・
主
任
児
童

委
員
活
動
研
修
会
を
オ
ン
ラ
イ
ン
形
式
で

開
催
し
、
講
義
動
画
の
配
信
と
オ
ン
ラ
イ

ン
（
L
I
V
E
）
で
の
グ
ル
ー
プ
討
議
を

実
施
す
る
。

イ
、『
児
童
委
員
、
主
任
児
童
委
員
活
動
事
例

集
』（
仮
称
）
を
作
成
す
る
。

　
　
　
『
児
童
委
員
活
動
の
手
引
き
』
を
⑶
‐

②
で
作
成
す
る
『
児
童
委
員
、
主
任
児
童

委
員
活
動
事
例
集
』（
仮
称
）
に
替
え
る
。

ま
た
、
令
和
５
年
度
以
降
の
活
動
事
例
等

資
料
の
内
容
と
提
供
方
法
を
検
討
す
る
。

ウ
、
全
民
児
連
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
機
関
紙
を
通

じ
た
児
童
委
員
、
主
任
児
童
委
員
活
動
に

関
連
す
る
団
体
の
紹
介
、「
児
童
福
祉
週

間
」
や
「
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間
」
の

周
知
、
そ
の
他
子
ど
も
や
子
育
て
家
庭
の

支
援
制
度
や
施
策
等
に
か
か
わ
る
情
報
提

供
を
行
う
。

⑷
広
報
・
研
修
部
会

①
委
員
活
動
推
進
の
た
め
の
環
境
整
備

ア
、
一
斉
改
選
／
新
任
委
員
期
の
資
料
、
機
関

紙
・
広
報
誌
を
発
行
す
る
。

イ
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
適
宜
更
新
す
る
。

ウ
、
次
に
記
載
の
②
の
普
及
啓
発
を
通
し
て
民
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生
委
員
・
児
童
委
員
の
活
動
環
境
の
向
上

を
め
ざ
す
。

②
社
会
的
認
知
を
高
め
、
関
心
を
広
げ
る
た
め

の
普
及
啓
発

ア
、
全
国
の
民
児
協
の
広
報
活
動
支
援

イ
、
広
報
支
援
ツ
ー
ル
の
提
供
や
P
R
グ
ッ
ズ

の
頒
布

ウ
、
広
報
活
動
の
振
り
返
り
と
整
理

③
研
修
実
施
方
針
の
決
定

ア
、
全
民
児
連
研
修
が
有
用
で
あ
る
よ
う
、
提

供
方
式
を
引
き
続
き
検
討
し
、
当
面
の
方

向
性
を
整
理
す
る
。
集
合
研
修
の
機
会
を

維
持
し
つ
つ
、
参
加
者
の
負
担
軽
減
も
考

慮
し
、
動
画
配
信
や
オ
ン
ラ
イ
ン
参
加
な

ど
、
I
C
T
を
活
用
し
た
研
修
方
法
も
視

野
に
検
討
す
る
。

イ
、
国
庫
補
助
研
修
の
あ
り
方
は
引
き
続
き
厚

生
労
働
省
と
協
議
す
る
。

⑸
機
関
紙
編
集
委
員
会

　

民
生
委
員
・
児
童
委
員
活
動
に
必
要
な
国
の
施

策
や
地
域
福
祉
・
児
童
福
祉
等
の
動
向
、
全
民
児

連
の
取
り
組
み
な
ど
に
つ
い
て
機
関
紙
『
ひ
ろ
ば
』

『
V
i
e
w
』
を
通
じ
た
情
報
提
供
の
充
実
を
図
る
。

⑹
人
権
・
同
和
に
関
す
る
特
別
委
員
会

ア
、『
ひ
ろ
ば
』
を
通
じ
た
人
権
課
題
や
関
係

資
料
の
情
報
提
供
（
毎
月
）、
全
国
大
会
、

各
種
研
修
会
等
で
の
人
権
関
係
資
料
の
配

布
に
よ
る
理
解
促
進
を
図
る
。

イ
、
新
任
委
員
向
け
人
権
啓
発
資
料
『
人
権
課

題
へ
の
理
解
を
深
め
る
た
め
に
２
０
２
２
』

の
作
成

1.
年
度
版
資
料
等
の
発
行

⑴
機
関
紙
の
作
成
・
発
行

Ⅳ.
資
料
作
成
・
研
修
会
等
の
取
り
組
み

令和４年度 全民児連予算の概要
【一般会計】
収入は、２億236万7,000円であり、支出は、２億209万3,000円です。
収入支出の内訳は、以下の通りです。

【特別会計（運営資金積立および特別事業会計）】
�不測の事態に備える運営資金、110周年記念事業に向けた資金を積
み立てています。

【特別会計（被災地民児協支援募金会計）】
�全民児連では「被災地民児協支援募金」口座を開設し、任意の募
金を常時受け付けています。
�令和３年度は、令和３年４月の島根県松江市における大規模火災、
令和３年７月豪雨、令和３年８月豪雨で被災した民児協に一次支
援金を送金したほか、令和２年７月豪雨で被災された民児協への
二次支援金を送金しました。
�令和４年度も引き続き募金を受け付け、被災した民児協への支援
金・見舞金を送金します。

収入の部 支出の部

※事務費：組織運営に関わる会議開催にかかる旅費等の経費や通信費、印刷費等の事務所経費
※人件費：事務局職員の人件費
※事業費：各部会・委員会事業やPRグッズ頒布事業、全国大会、各種研修会にかかる経費

会費収入
80.9％

事業収入
19.1％

事業会計繰入
5％

事務費
13.3％

人件費
14.6％

事業費
57.9％

分担金、助成金、
負担金、

固定資産取得
3.1％

販売原価
6.1％
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1.
全
国
民
生
委
員
互
助
共
励
事
業

⑴
互
助
事
業
の
実
施

○
弔
慰
、
見
舞
お
よ
び
退
任
慰
労
（
一
斉
改

選
）
の
実
施

○
退
任
慰
労
金
、
配
偶
者
死
亡
弔
慰
金
改
定
の

実
施
（
17
頁
参
照
）

⑵
中
央
共
励
事
業
の
実
施

①
委
員
向
け
参
考
資
料
等
の
作
成
、
配
布

ア
・『
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
ひ
ろ
ば
』（
月

刊
）

イ
・『
民
生
委
員
・
児
童
委
員
必
携
第
67
集
』

ウ
・『
新
任
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
手
引
き
』

エ
・「
民
生
委
員
・
児
童
委
員
活
動
記
録
（
２

０
２
３
年
度
版
）」　

等

②
研
修
事
業

・
相
談
技
法
に
関
す
る
研
修
の
支
援

※�

研
修
の
あ
り
方
検
討
は
全
民
児
連
広
報
・

研
修
部
会
が
所
管

③
民
児
協
活
動
強
化
推
進
事
業

ア
・
専
門
委
員
会
の
開
催

イ
・
令
和
３
年
度
に
助
成
が
決
定
し
た
事
業
の

助
成
継
続
（
２
年
目
）
の
審
査

　

※�

令
和
４
年
度
は
一
斉
改
選
期
で
あ
る
た
め

新
規
（
１
年
目
）
申
請
の
募
集
は
見
合
わ

せ
る

ウ
・
本
事
業
実
施
要
領
と
共
励
事
業
経
理
事
務

要
領
の
検
証
と
見
直
し

④
ブ
ロ
ッ
ク
別
民
生
委
員
・
児
童
委
員
関
係
事

業
会
議
へ
の
開
催
協
力
（
全
民
児
連
役
員
・

職
員
派
遣
等
）

⑶
地
方
共
励
事
業
の
実
施

①
都
道
府
県
・
指
定
都
市
民
児
協
へ
の
助
成

　

会
員
の
活
動
に
資
す
る
事
業
や
単
位
民
児

協
の
育
成
に
係
る
助
成
の
実
施

ア
・
相
談
に
関
す
る
研
修
事
業
へ
の
助
成

イ
・
都
道
府
県
・
指
定
都
市
民
児
協
が
指
定
す

る
民
児
協
の
育
成
へ
の
助
成

ウ
・
地
方
共
励
事
業
費
の
助
成

エ
・
事
務
費
助
成

②
ブ
ロ
ッ
ク
会
議
開
催
費
助
成

　

全
国
７
ブ
ロ
ッ
ク
で
開
催
さ
れ
る
大
会
・

会
議
に
係
る
経
費
を
助
成

※
１
都
道
府
県
・
指
定
都
市
あ
た
り
５
万
円

※�

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
状
況
を
踏
ま

え
、
開
催
形
式
・
内
容
の
変
更
な
ど
に
つ

い
て
、
令
和
３
年
度
同
様
に
、
助
成
金
額

令
和
４
年
度
　

全
国
民
生
委
員
互
助
共
励
事
業

事
業
計
画
お
よ
び
予
算
概
要

令
和
３
年
度
全
国
民
生
委
員
互
助
共
励

事
業　
第
３
回
運
営
委
員
会
に
お
い
て

承
認
さ
れ
た
令
和
４
年
度
の
事
業
計

画
・
予
算
の
概
要
を
報
告
し
ま
す
。

⑵
『
児
童
委
員
、
主
任
児
童
委
員
活
動
事
例
集
』

（
仮
称
）
※
『
児
童
委
員
活
動
の
手
引
き
』
に

替
え
る

⑶
『
民
生
委
員
・
児
童
委
員
活
動
記
録
』（
２
０

２
３
年
度
版
）

⑷
民
生
委
員
・
児
童
委
員
関
係
資
料
の
企
画
・
編

集
協
力
（
全
社
協
出
版
部
発
行
）

⑸
一
斉
改
選
に
伴
う
発
行
物

2.
各
種
会
議
・
研
修
事
業
等
の
実
施

⑴
評
議
員
会
・
理
事
会
・
常
設
部
会
の
実
施
・
運

営
⑵
第
91
回
全
国
民
生
委
員
児
童
委
員
大
会
（
愛
知

大
会
） 

⑶
全
民
児
連
評
議
員
セ
ミ
ナ
ー
※
第
２
回
評
議
員

会
と
連
続
日
程
で
開
催

⑷
民
生
委
員
・
児
童
委
員
リ
ー
ダ
ー
等
へ
の
研
修

会
⑸
児
童
委
員
、
主
任
児
童
委
員
に
対
す
る
研
修
会

⑹
都
道
府
県
・
指
定
都
市
民
生
委
員
児
童
委
員
協

議
会
事
務
局
会
議

⑺
生
活
福
祉
資
金
貸
付
事
業
に
関
す
る
会
議
の
推

進
協
力

1.
顕
彰
・
慶
弔
の
実
施

2. 

国
お
よ
び
関
係
機
関
・
団
体
と
の
連
携
、
協
働

の
促
進

Ⅴ.
そ
の
他
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の
範
囲
内
で
対
応
す
る
。

⑷
互
助
共
励
事
業
財
政
の
あ
り
方
の
検
討

・
令
和
３
年
度
の
継
続
検
討
の
論
点

・�
事
務
費
を
中
心
に
、
互
助
共
励
事
業
財
政
の

あ
り
方
を
検
討
す
る
。

⑸
関
係
会
議
の
開
催

①
全
国
民
生
委
員
互
助
共
励
事
業
企
画
連
絡
会

議
（
年
２
回
）

②
全
国
民
生
委
員
互
助
共
励
事
業
運
営
委
員
会

（
年
２
回
）

③
公
務
審
査
委
員
会
（
年
４
回
）

④
専
門
委
員
会
の
開
催
（
年
１
回
）

※�

民
児
協
活
動
強
化
推
進
事
業
の
継
続
助
成

先
の
審
査

2.
民
生
委
員
・
児
童
委
員
活
動
保
険
事
業

⑴
保
険
料
の
負
担

　

全
国
の
委
員
の
一
括
契
約
に
係
る
保
険
料

の
全
額
負
担
を
国
に
要
望
す
る
。

　

現
在
は
保
険
料
の
２
分
の
１
相
当
額
を
負

担（
約
９
０
０
０
万
円
／
別
途
国
庫
補
助
あ

り
）
し
て
い
る
。

⑵
活
動
中
の
事
故
防
止
の
た
め
の
啓
発
活
動

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
状
況

に
留
意
し
つ
つ
、
保
険
会
社
と
連
携
し
て

『
事
故
防
止
の
た
め
の
ヒ
ン
ト
集
』
を
活
用

し
、
都
道
府
県
・
指
定
都
市
段
階
で
の
事
故

防
止
の
た
め
の
セ
ミ
ナ
ー
を
可
能
な
範
囲
で

開
催
す
る
。

退任慰労金、配偶者死亡弔慰金の改定
 （令和４年３月１日運営委員会決定）

時期 【新】
令和４年 12月１日より

【現】
令和４年11月30日まで

退任慰労金 在任３年を越える９年未
満 3,000円

在任３年以上９年未満
3,000円

配偶者死亡
弔慰金

会員との婚姻関係にある
者及び事実上婚姻関係と
同様の事情にある者の死
亡 10,000円

会員との婚姻関係にある
者及び事実上婚姻関係と
同様の事情にある者の死
亡 15,000円

令和４年度全国民生委員互助共励事業予算の概要
●収入の部

当初予算額

（1）会費収入 443,122,000円

（2）国庫補助金収入 10,848,000円

（3）事業収入 0円

（4） 退任慰労積立取崩収入（一斉改選） 299,543,000円

合計額（A） 753,513,000円

●支出の部

当初予算額

（1）人件費支出 12,667,000円

（2）事務費支出 772,000円

（3）事業費支出 31,711,000円

（4）助成金支出 102,847,000円

（5）給付金支出 380,481,000円

（6）負担金支出 1,251,000円

（7）会計区分間繰入金支出 115,492,000円

（8） 民生委員退任慰労金積立支出 80,000,000円

支出計（B） 725,221,000円

（9）前期末繰越金（C） 421,626,000円

（10） 当期末繰越金（A－ B＋ C） 449,918,000円

当期末　運営資金積立預金（予定） 54,079,407円

当期末　退任慰労積立預金（予定） 539,516,472円

※ 退任慰労積立金については、全国の委員が一斉に退任した場合に備
える引当金としての性格に照らし、毎年度積立を行い、8億円余を
常に維持すべきものとしている（3年に 1度の一斉改選で約 3億円
程度を取り崩して退任委員に給付）。
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令
和
３
年
度

秋
の
勲
章
・
褒
章
受
章
者
の
ご
紹
介

令
和
３
年
秋
の
勲
章
・
褒
章
に
お
い
て
、
現
任
の
民
生
委
員
・
児
童
委
員
か
ら
、

次
の
方
が
た
が
受
章
さ
れ
ま
し
た
。
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

本
誌
へ
の
掲
載
を
ご
承
諾
さ
れ
た
方
の
み
ご
紹
介
し
て
い
ま
す
。

秋
の
勲
章
・
褒
章
受
章
者
（
122
名
）�

（
令
和
３
年
11
月
３
日
付
発
令
）

【
功
労
概
要
（
主
た
る
功
労
の
区
分
）：
社
会
福
祉
功
労
】

勲
章
受
章
者　

	

　

瑞
宝
双
光
章
（
８
名
）	

�

●
藤　

本　

莞　

爾
さ
ん
（
岩
手
県
）	
●
境　
　
　

政　

幸
さ
ん
（
宮
城
県
）	

●
鐮　

田　

博　

子
さ
ん
（
山
形
県
）	

●
砂　

子　

良　

治
さ
ん
（
富
山
県
）	

●
藤　

澤　

和　

実
さ
ん
（
三
重
県
）	
●
在　

木　

清　

子
さ
ん
（
大
阪
府
）	

●
鈴　

木　

加
代
子
さ
ん
（
福
岡
県
）	

●
小　

林　

末　

文
さ
ん
（
長
崎
県
）

瑞
宝
単
光
章
（
13
名
）	

●
佐
々
木　

洋　

吉
さ
ん
（
秋
田
県
）	

●
岡　

田　

鈴　

江
さ
ん
（
埼
玉
県
）	

●
尾　

上　

悦　

子
さ
ん
（
千
葉
県
）	

●
齊　

藤　

正　

一
さ
ん
（
千
葉
県
）	

	

●
藤　

本　

利　

夫
さ
ん
（
東
京
都
）	

●
細　

川　

正　

雄
さ
ん
（
石
川
県
）	

●
望　

月　
　
　

衛
さ
ん
（
静
岡
県
）	

●
平　

井　

竹　

夫
さ
ん
（
大
阪
府
）	

	

●
酒　

本　

紀
美
子
さ
ん
（
和
歌
山
県
）	

●
平　

原　

庸　

子
さ
ん
（
鹿
児
島
県
）	

●
青　

木　

敬　

子
さ
ん
（
名
古
屋
市
）	

●
布　

村　

三
保
子
さ
ん
（
大
阪
市
）	

	

●
村　

﨑　

は
ま
み
さ
ん
（
熊
本
市
）

褒
章
受
章
者　

	

　

藍
綬
褒
章
（
27
名
）	

●
大　

里　

あ　

さ
さ
ん
（
青
森
県
）	

●
立　
　
　

義　

弘
さ
ん
（
岩
手
県
）	

●
柳　

生　
　
　

進
さ
ん
（
茨
城
県
）	

●
𫝆　

井　

し
げ
子
さ
ん
（
埼
玉
県
）	

	

●
福　

本　

行　

廣
さ
ん
（
東
京
都
）	

●
岩　

田　

勝　

江
さ
ん
（
神
奈
川
県
）	
●
伊　

東　

一　

男
さ
ん
（
新
潟
県
）	

●
伊　

藤　

篤　

志
さ
ん
（
長
野
県
）	

	

●
小　

栗　

愼　

平
さ
ん
（
岐
阜
県
）	

●
冨　

田　

秀　

圓
さ
ん
（
滋
賀
県
）	
●
早　

川　

紀
久
子
さ
ん
（
滋
賀
県
）	

●
中　
　
　

節　

子
さ
ん
（
大
阪
府
）	

	

●
細　

見　

幸　

己
さ
ん
（
兵
庫
県
）	

●
奥　

田　

善　

啓
さ
ん
（
奈
良
県
）	

●
森　

川　

文　

夫
さ
ん
（
和
歌
山
県
）	

●
武　

内　

眞　

理
さ
ん
（
広
島
県
）	

	

●
今　

里　

克　

己
さ
ん
（
福
岡
県
）	

●
田　

中　
　
　

子
さ
ん
（
佐
賀
県
）	

●
古　

河　

タ
カ
子
さ
ん
（
佐
賀
県
）	

●
原　

戸　

ア
ケ
ミ
さ
ん
（
大
分
県
）	

	

●
松　

﨑　
　
　

勉
さ
ん
（
鹿
児
島
県
）	

●
森　
　
　

孝　

義
さ
ん
（
仙
台
市
）	

●
鏑　

木　

憲　

子
さ
ん
（
千
葉
市
）	

●
市　

川　
　
　

茂
さ
ん
（
静
岡
市
）	

	

●
阪　

中　

雅　

博
さ
ん
（
大
阪
市
）	

●
羽
祢
田　

ク
ミ
子
さ
ん
（
熊
本
市
）�

ほ
か
１
名

21
名

27
名
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【
功
労
概
要
（
主
た
る
功
労
の
区
分
）：
社
会
福
祉
功
労
】

勲
章
受
章
者　

	

　

瑞
宝
双
光
章
（
８
名
）	

�

●
藤　

本　

莞　

爾
さ
ん
（
岩
手
県
）	

●
境　
　
　

政　

幸
さ
ん
（
宮
城
県
）	

●
鐮　

田　

博　

子
さ
ん
（
山
形
県
）	

●
砂　

子　

良　

治
さ
ん
（
富
山
県
）	

●
藤　

澤　

和　

実
さ
ん
（
三
重
県
）	

●
在　

木　

清　

子
さ
ん
（
大
阪
府
）	

●
鈴　

木　

加
代
子
さ
ん
（
福
岡
県
）	

●
小　

林　

末　

文
さ
ん
（
長
崎
県
）

瑞
宝
単
光
章
（
13
名
）	

●
佐
々
木　

洋　

吉
さ
ん
（
秋
田
県
）	

●
岡　

田　

鈴　

江
さ
ん
（
埼
玉
県
）	

●
尾　

上　

悦　

子
さ
ん
（
千
葉
県
）	

●
齊　

藤　

正　

一
さ
ん
（
千
葉
県
）	

	

●
藤　

本　

利　

夫
さ
ん
（
東
京
都
）	

●
細　

川　

正　

雄
さ
ん
（
石
川
県
）	

●
望　

月　
　
　

衛
さ
ん
（
静
岡
県
）	

●
平　

井　

竹　

夫
さ
ん
（
大
阪
府
）	

	

●
酒　

本　

紀
美
子
さ
ん
（
和
歌
山
県
）	

●
平　

原　

庸　

子
さ
ん
（
鹿
児
島
県
）	

●
青　

木　

敬　

子
さ
ん
（
名
古
屋
市
）	

●
布　

村　

三
保
子
さ
ん
（
大
阪
市
）	

	

●
村　

﨑　

は
ま
み
さ
ん
（
熊
本
市
）

褒
章
受
章
者　

	

　

藍
綬
褒
章
（
27
名
）	

●
大　

里　

あ　

さ
さ
ん
（
青
森
県
）	

●
立　
　
　

義　

弘
さ
ん
（
岩
手
県
）	

●
柳　

生　
　
　

進
さ
ん
（
茨
城
県
）	

●
𫝆　

井　

し
げ
子
さ
ん
（
埼
玉
県
）	

	

●
福　

本　

行　

廣
さ
ん
（
東
京
都
）	

●
岩　

田　

勝　

江
さ
ん
（
神
奈
川
県
）	

●
伊　

東　

一　

男
さ
ん
（
新
潟
県
）	

●
伊　

藤　

篤　

志
さ
ん
（
長
野
県
）	

	

●
小　

栗　

愼　

平
さ
ん
（
岐
阜
県
）	

●
冨　

田　

秀　

圓
さ
ん
（
滋
賀
県
）	

●
早　

川　

紀
久
子
さ
ん
（
滋
賀
県
）	

●
中　
　
　

節　

子
さ
ん
（
大
阪
府
）	

	

●
細　

見　

幸　

己
さ
ん
（
兵
庫
県
）	

●
奥　

田　

善　

啓
さ
ん
（
奈
良
県
）	

●
森　

川　

文　

夫
さ
ん
（
和
歌
山
県
）	

●
武　

内　

眞　

理
さ
ん
（
広
島
県
）	

	

●
今　

里　

克　

己
さ
ん
（
福
岡
県
）	

●
田　

中　
　
　

子
さ
ん
（
佐
賀
県
）	

●
古　

河　

タ
カ
子
さ
ん
（
佐
賀
県
）	

●
原　

戸　

ア
ケ
ミ
さ
ん
（
大
分
県
）	

	

●
松　

﨑　
　
　

勉
さ
ん
（
鹿
児
島
県
）	

●
森　
　
　

孝　

義
さ
ん
（
仙
台
市
）	

●
鏑　

木　

憲　

子
さ
ん
（
千
葉
市
）	

●
市　

川　
　
　

茂
さ
ん
（
静
岡
市
）	

	

●
阪　

中　

雅　

博
さ
ん
（
大
阪
市
）	

●
羽
祢
田　

ク
ミ
子
さ
ん
（
熊
本
市
）�

ほ
か
１
名

21
名

27
名

【
功
労
概
要
（
主
た
る
功
労
の
区
分
）：
社
会
福
祉
功
労
以
外
の
功
労
】

勲
章
受
章
者　

	

　

瑞
宝
小
綬
章
（
6
名
）	

�

●
佐　

藤　

吉　

信
さ
ん
（
宮
城
県
）	

●
筒　

井　

慎　

一
さ
ん
（
富
山
県
）	

●
嶋　

田　

正　

己
さ
ん
（
和
歌
山
県
）	

●
原　

田　

俊　

和
さ
ん
（
岡
山
県
）	

●
上　

甲　

保　

男
さ
ん
（
愛
媛
県
）	

●
三　

品　

惠　

一
さ
ん
（
仙
台
市
）�

旭
日
双
光
章
（
５
名
）	

�
●
名　

和　

勘　

二
さ
ん
（
岐
阜
県
）	

●
高　

寺　
　
　

壽
さ
ん
（
大
阪
府
）	

●
矢　

野　

壽
美
子
さ
ん
（
徳
島
県
）	

●
奥　

山　

裕　

子
さ
ん
（
大
分
県
）	

●
鍬　

先　
　
　

篤
さ
ん
（
大
阪
市
）

瑞
宝
双
光
章
（
31
名
）	

●
飛　

田　
　
　

聖
さ
ん
（
北
海
道
）	

●
伊　

藤　

啓　

一
さ
ん
（
北
海
道
）	

●
小　

川　

清　

次
さ
ん
（
北
海
道
）	

●
菊　

地　

和　

男
さ
ん
（
北
海
道
）	

	

●
山
王
丸　

愛　

子
さ
ん
（
秋
田
県
）	

●
鈴　

木　

千
代
吉
さ
ん
（
秋
田
県
）	

●
伊　

藤　

満
利
子
さ
ん
（
群
馬
県
）	

●
江　

口　

哲　

郎
さ
ん
（
埼
玉
県
）	

	

●
宮　

﨑　
　
　

徹
さ
ん
（
千
葉
県
）	

●
内　

山　

知　

英
さ
ん
（
新
潟
県
）	

●
川　

南　

英　

信
さ
ん
（
石
川
県
）	

●
大　

橋　

正　

博
さ
ん
（
福
井
県
）	

	

●
矢　

野　

庚　

造
さ
ん
（
愛
知
県
）	

●
竹　

下　

敬　

二
さ
ん
（
滋
賀
県
）	

●
前　

田　
　
　

優
さ
ん
（
大
阪
府
）	

●
乾　
　
　

光　

江
さ
ん
（
大
阪
府
）	

	

●
井　

下　
　
　

誠
さ
ん
（
大
阪
府
）	

●
山　

脇　

壽　

治
さ
ん
（
鳥
取
県
）	

●
北　

野　

照　

正
さ
ん
（
山
口
県
）	

●
名　

嶋　

玲　

子
さ
ん
（
山
口
県
）	

	

●
齋　

本　

健　

次
さ
ん
（
愛
媛
県
）	

●
椛　

島　
　
　

誠
さ
ん
（
佐
賀
県
）	

●
小
野
原　

利　

幸
さ
ん
（
佐
賀
県
）	

●
島　
　
　

ち
な
み
さ
ん
（
鹿
児
島
県
）	

	

●
中　

村　

文　

夫
さ
ん
（
さ
い
た
ま
市
）	●
浅　

井　

清　

正
さ
ん
（
名
古
屋
市
）	

●
表　

西　

弘　

子
さ
ん
（
大
阪
市
）	

●
田　

中　

敏　

彦
さ
ん
（
広
島
市
）	

	

●
増　

井　

紘　

一
さ
ん
（
広
島
市
）�

ほ
か
２
名

旭
日
単
光
章
（
１
名
）	

●
川　

田　

壽　

男
さ
ん
（
高
知
県
）

瑞
宝
単
光
章
（
22
名
）	

●
阿　

部　

修　

一
さ
ん
（
北
海
道
）	

●
江　

幡　
　
　

満
さ
ん
（
北
海
道
）	

●
立　

花　

長　

幸
さ
ん
（
北
海
道
）	

●
武　

藤　

和　

夫
さ
ん
（
青
森
県
）	

	

●
本　

地　

孝　

見
さ
ん
（
岩
手
県
）	

●
青　

砥　

信　

夫
さ
ん
（
茨
城
県
）	

●
伊　

藤　

幸　

雄
さ
ん
（
埼
玉
県
）	

●
金　

子　
　
　

昭
さ
ん
（
千
葉
県
）	

	

●
井　

上　

ひ
ろ
子
さ
ん
（
千
葉
県
）	

●
小
宮
山　

好　

豊
さ
ん
（
長
野
県
）	

●
青　

山　
　
　

清
さ
ん
（
愛
知
県
）	

●
湯　

浅　

敏　

久
さ
ん
（
京
都
府
）	

	

●
迫　

田　

一　

文
さ
ん
（
京
都
府
）	

●
長　

嶺　

哲　

侍
さ
ん
（
奈
良
県
）	

●
樋　

口　

敏　

眞
さ
ん
（
和
歌
山
県
）	

●
鴨　

崎　

正　

一
さ
ん
（
岡
山
県
）	

	

●
岡　

山　
　
　

清
さ
ん
（
山
口
県
）	

●
河　

野　

一　

秀
さ
ん
（
大
分
県
）	

●
竹　

内　

茂　

幸
さ
ん
（
鹿
児
島
県
）	

●
中　

井　

一　

郎
さ
ん
（
大
阪
市
）	

	

●
佐　

伯　

嘉　

弘
さ
ん
（
大
阪
市
）�

ほ
か
１
名

褒
章
受
章
者　

	

　

黄
綬
褒
章
（
２
名
）	

●
岡　
　
　

哲　

男
さ
ん
（
徳
島
県
）	

●
前　

田　

隆　

司
さ
ん
（
大
阪
市
）

藍
綬
褒
章
（
７
名
）	

●
桑　

畠　

保　

夫
さ
ん
（
北
海
道
）	

●
森　

澤　

美
智
子
さ
ん
（
埼
玉
県
）	

●
冨　

田　

昌　

彦
さ
ん
（
大
阪
府
）	

●
宮　

城　

幸　

子
さ
ん
（
沖
縄
県
）	

	

●
奥　

濱　
　
　

実
さ
ん
（
沖
縄
県
）	

●
山　

邊　

鉄　

也
さ
ん
（
横
浜
市
）	

●
宮　

前　

博　

一
さ
ん
（
大
阪
市
）

65
名

９
名



・ 本誌のタイトル「View（ビュー）」には、民生
委員・児童委員活動の「視野」「視点」「展望」
といった意味が込められています。
・ 民生委員・児童委員活動のための、営利を目的
としない本誌のコピー等は自由です。定例会で
の研修等に積極的にご活用ください。

全民児連の動き

趣 旨
　全国民生委員児童委員連合会は、「民生委員・児童委員の日　活動強化週間」において、全国
の民生委員・児童委員が組織的なPR活動を一斉に展開することで、住民や関係機関・団体に民
生委員・児童委員の存在や活動を知ってもらい、さらなる理解を得ることをめざします。民生委
員・児童委員の存在や活動について地域住民の方がたに周知を図り、理解を深めていただくこ
とは、地域住民との関係づくりや日ごろの見守り、相談活動等を円滑にすすめるうえで重要な
ことです。
　複雑化・複合化する地域の福祉課題に加え、新型コロナウイルス感染症のまん延により、社
会的孤立が深刻化し、問題が潜在化することが懸念されます。そのような環境下では、困った
ときの相談役としての民生委員・児童委員の存在を地域住民に認識してもらうことがより一層
重要となります。
　また、令和４年度は民生委員・児童委員一斉改選の年度です。来期の活動にもつながる取り
組みであることを意識し、それぞれの地域でできる効果的な広報活動を考えましょう。

「民生委員・児童委員の日」について
　全国民生委員児童委員協議会（当時）は、昭和 52 年（1977 年）に、毎年５月 12 日を「民
生委員・児童委員の日」とすることを定めました。これは、大正６（1917）年５月 12 日に岡
山県済世顧問制度設置規程が公布されたことに由来するものです。

実施期間：令和４年５月 12 日（木）～ 18 日（水）　一斉取り組み日：令和４年５月 15 日（日）
実施主体：単位民生委員児童委員協議会／市区町村民生委員児童委員協議会／
　　　　　都道府県・指定都市民生委員児童委員協議会／全国民生委員児童委員連合会
　全民児連では、「民生委員・児童委員PRグッズ」を頒布しています。民生委員・児童委員の
日活動強化週間の取り組み等に、ぜひご活用ください。

【顔写真付きオリジナル名刺】
〇全民児連ホームページ内専用Web サイトで受注販売中〇
　お名前や連絡先や顔写真等の情報を入力し、名刺が簡単に作
成できます。直接手渡しするだけでなく、訪問宅へのポスティ
ングにもご活用ください！� ※顔写真は必須ではありません。

【抗菌クリアファイル】
〇デザインと仕様を一新したクリアファイルの頒布を開始〇
　民生委員マークと同じく「幸せのめばえ」を示す四つ葉のク
ローバーをモチーフにデザインし、年代を問わず地域住民を支
える民生委員を表現しました。地域住民に民生委員をPRする
際や、関係機関等へ書類を渡す際にぜひご活用ください！

※そのほかPRグッズの詳細・注文は全民児連ホームページをご覧ください。
　（ホーム＞民生委員・児童委員／民児協関係者専用ページ
　　　　　　　　　　　　　　　　＞７．民生委員・児童委員PRグッズ）

令和４年度 民生委員・児童委員の日 活動強化週間

単位民児協会長のための情報誌 View No.223
▶　 発行所：  全国民生委員児童委員連合会 

〒 100‒8980　東京都千代田区霞が関 3‒3‒2 
全国社会福祉協議会民生部内 
TEL．03‒3581‒6747

▶　 編集人：佐甲　学
▶　 発行日：令和 4年 3月 15日
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